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亀岡市税外収入滞納金督促条例等

の一部を改正する条例要綱 

 

１ 地方税の延滞金の割合等の特例が見直され

たことに伴い、市税に係る延滞金の割合を元

に定めている料金等の延滞金の割合等の特例

について改めることとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、平成２６年１月１日から施行

することとした。ただし、２の改正は、平成

２６年１月３日から施行することとした。 
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正する条例要綱 

 

１ 委員の構成から市議会議員を除くこととし
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２ この条例は、公布の日から施行することと
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亀岡市庁舎使用料条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ 亀岡市庁舎の使用料について、消費税引上

げに対応するため、所要の規定整備を図るこ

ととした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行
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することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市中央公民館使用条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市中央公民館の使用料について、消費

税引上げに対応するため、所要の規定整備を

図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市野外活動施設条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市野外活動施設の設備更新等に伴い、

使用料の見直しを行い、金額改正をすること

とした。 

 

２ 亀岡市野外活動施設の使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

３ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、別表第２の改正規

定中、さくらツリーハウス使用料の宿泊の部

分を削る規定は、公布の日から施行すること

とした。この条例による改正後の亀岡市野外

活動施設条例の規定は、平成２６年４月１日

以後に許可を受けた使用料から適用し、同日

前に許可を受けた使用料については、なお従

前の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市社会体育施設条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市社会体育施設の使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市総合福祉センター条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市総合福祉センターの使用料及び目的

外使用料について、消費税引上げに対応する

ため、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料及び目的外使用料につ

いては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市厚生会館条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 亀岡市厚生会館の使用料及び目的外使用料

について、消費税引上げに対応するため、所
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要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料及び目的外使用料につ

いては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

ふれあいプラザ条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ ふれあいプラザの使用料及び目的外使用料

について、消費税引上げに対応するため、所

要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料及び目的外使用料につ

いては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市立文化センター条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市立文化センターの使用料について、

消費税引上げに対応するため、所要の規定整

備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

亀岡市湯の花温泉供給条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 温泉使用料について、消費税引上げに対応

するため、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例による改

正後の第１６条第１項の規定は、平成２６年

５月１日以後の検針に係る使用料から適用し、

同日前の検針に係る使用料については、なお

従前の例によることとした。 

 

 

 

ガレリアかめおか条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ ガレリアかめおかの使用料及び目的外使用

料について、消費税引上げに対応するため、

所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料及び目的外使用料につ

いては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市大井生涯学習センター条例

の一部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市大井生涯学習センターの使用料につ

いて、消費税引上げに対応するため、所要の

規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前
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に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡会館条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１ 亀岡会館の使用料及び目的外使用料につい

て、消費税引上げに対応するため、所要の規

定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料及び目的外使用料につ

いては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市交流会館条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 亀岡市交流会館の使用料について、消費税

引上げに対応するため、所要の規定整備を図

ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市土づくりセンター条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市土づくりセンターの使用料について、

消費税引上げに対応するため、所要の規定整

備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市食肉センター条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市食肉センターの使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市林業センター条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市林業センターの使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 
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亀岡市都市公園条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 亀岡市都市公園の使用料について、消費税

引上げに対応するため、所要の規定整備を図

ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例の施行前

に許可を受けた使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市上水道事業給水条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 水道料金、加入金等について、消費税引上

げに対応するため、所要の規定整備を図るこ

ととした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例による改

正後の第３３条第１項及び第３７条の規定は、

平成２６年６月１日以後の検針に係る料金か

ら適用し、同日前の検針に係る料金について

は、なお従前の例によることとした。また、

この条例による改正後の第３３条第２項及び

第３７条の２の規定は、平成２６年４月１日

以後に使用し、又は給水を行った料金から適

用し、同日前に使用し、又は給水を行った料

金については、なお従前の例によることとし

た。 

亀岡市下水道条例の一部を改正す

る条例要綱 

 

１ 公共下水道の使用料について、消費税引上

げに対応するため、所要の規定整備を図るこ

ととした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例による改

正後の第１９条第１項及び第３項の規定は、

平成２６年６月１日以後の検針に係る使用料

から適用し、同日前の検針に係る使用料につ

いては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市簡易水道事業給水条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市簡易水道事業の給水料金等について、

消費税引上げに対応するため、所要の規定整

備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例による改

正後の第２０条第１項及び第２項の規定は、

平成２６年６月１日以後の検針に係る料金等

から適用し、同日前の検針に係る料金等につ

いては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市飲料水供給施設給水条例の

一部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市飲料水供給施設の給水料金について、

消費税引上げに対応するため、所要の規定整

備を図ることとした。 
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２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例による改

正後の第４条の規定は、平成２６年６月１日

以後の検針に係る料金から適用し、同日前の

検針に係る料金については、なお従前の例に

よることとした。 

 

 

 

亀岡市地域下水道条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ 地域下水道の使用料について、消費税引上

げに対応するため、所要の規定整備を図るこ

ととした。 

 

２ 公共下水道への接続に伴い、天川地区コ 

ミュニティ・プラントを廃止することとした。 

 

３ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。ただし、この条例による改

正後の第１６条第１項の規定は、平成２６年

６月１日以後の検針に係る使用料から適用し、

同日前の検針に係る使用料については、なお

従前の例によることとした。また、平成２６

年６月１日前の検針に係る天川地区コミュニ

ティ・プラント使用料については、なお従前

の例によることとした。 

 

 

 

亀岡市立病院の使用料及び手数料

に関する条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１ 亀岡市立病院の駐車料金について、消費税

引上げに対応するため、所要の規定整備を図

ることとした。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行

することとした。 



 
亀 岡 市 公 報 

 9

第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 

条 例 
 

 亀岡市税外収入滞納金督促条例等の一部を改

正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３０号 

 

亀岡市税外収入滞納金督促条例等

の一部を改正する条例 

 

 （亀岡市税外収入滞納金督促条例の一部改正） 

第１条 亀岡市税外収入滞納金督促条例（昭和

４０年亀岡市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第３項中「延滞金の」の次に「年  

１４．６パーセントの割合及び」を加え、

「各年の前年の１１月３０日を経過するとき

における日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項第１号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年４パーセン

トの割合を加算した割合をいう」を「当該年

の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ」に、「年中において

は、当該特例基準割合（当該割合に０．１ 

パーセント未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。」を「年（以下「特例基準割合

適用年」という。）中においては、年   

１４．６パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合」に改める。 

（亀岡市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正） 

第２条 亀岡市後期高齢者医療に関する条例

（平成２０年亀岡市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第２項中「延滞金の」の次に「年  

１４．６パーセントの割合及び」を加え、

「各年の前年の１１月３０日を経過するとき

における日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項第１号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年４パーセン

トの割合を加算した割合をいう」を「当該年

の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ」に、「年中において

は、当該特例基準割合（当該特例基準割合に

０．１パーセント未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。」を「年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、年

１４．６パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合」に改める。 

 （亀岡市国民健康保険条例の一部改正） 

第３条 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年

亀岡市条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 附則第５項中「延滞金の」の次に「年  

１４．６パーセントの割合及び」を加え、
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「各年の前年の１１月３０日を経過するとき

における日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項第１号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年４パーセン

トの割合を加算した割合をいう」を「当該年

の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下同じ」に、

「年中においては、当該特例基準割合（当該

割合に０．１パーセント未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。」を「年（以下

「特例基準割合適用年」という。）中におい

ては、年１４．６パーセントの割合にあって

は当該特例基準割合適用年における特例基準

割合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年 

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合」に改める。 

 （亀岡市介護保険条例の一部改正） 

第４条 亀岡市介護保険条例（平成１２年亀岡

市条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

 附則第６条中「延滞金の」の次に「年  

１４．６パーセントの割合及び」を加え、

「各年の前年の１１月３０日を経過するとき

における日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項第１号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年４パーセン

トの割合を加算した割合をいう」を「当該年

の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ」に、「年中において

は、当該特例基準割合（当該特例基準割合に

０．１パーセント未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。」を「年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、年

１４．６パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合」に改める。 

 （亀岡市営住宅管理条例の一部改正） 

第５条 亀岡市営住宅管理条例（平成９年亀岡

市条例第４８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第８条第３項中「配偶者からの暴力を受け

た被害者」を「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律（平成１３年法

律第３１号）第１条第２項に規定する被害者

又は同法第２８条の２に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者」に改める。 

 第１８条第２項及び第３項を削る。 

（亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する

条例の一部改正） 

第６条 亀岡市公共下水道事業受益者負担に関

する条例（昭和５６年亀岡市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「延滞金の」の次に「年  

１４．５パーセントの割合及び」を加え、

「各年の前年の１１月３０日を経過するとき

における日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項第１号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年４パーセン

トの割合を加算した割合をいう」を「当該年

の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ」に、「年中において

は、当該特例基準割合（当該割合に０．１ 

パーセント未満の端数があるときは、これを
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切り捨てる。」を「年（以下「特例基準割合

適用年」という。）中においては、年   

１４．５パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．２５パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．２５パーセントの割合にあっては

当該特例基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（当該加算した割合が年   

７．２５パーセントの割合を超える場合には、

年７．２５パーセントの割合」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行

する。ただし、第５条中亀岡市営住宅管理条

例第８条第３項の改正規定は、平成２６年１

月３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、

亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市

国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例、亀

岡市営住宅管理条例及び亀岡市公共下水道事

業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金

のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応

するものについて適用し、同日前の期間に対

応するものについては、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 亀岡市環境審議会条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３１号 

 

亀岡市環境審議会条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市環境審議会条例（昭和４６年亀岡市条

例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項を次のように改める。 

２ 委員は、環境の保全に関し識見を有する者

その他から市長が委嘱する。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市庁舎使用料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３２号 

 

亀岡市庁舎使用料条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市庁舎使用料条例（平成２年亀岡市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１号中「に１００分の１０５を乗じた額（１円未満の端数については切り捨てるものと

する。）」を削る。 

 第４条及び第５条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 別表第１中「午前１２時」を「正午」に、 

「 

1,500円 2,500円 3,000円 4,000円 5,500円 7,000円

                                          」 

を 

「 

1,620円 2,700円 3,240円 4,320円 5,940円 7,560円

                                          」 

に改め、同表備考第４号中「１，０００円」を「１，０８０円」に改める。 

 別表第２中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市庁舎使用料条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可を受

けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市中央公民館使用条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３３号 

 

亀岡市中央公民館使用条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市中央公民館使用条例（昭和４５年亀岡市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第３号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第６条第１項中「定めるとおり」を「掲げる額」に改める。 

 別表中 

「 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

９時～ 

１２時 

１時～ 

５時 

６時～ 

１０時 

午前９時～

午後５時 

午後１時～ 

午後１０時 

午前９時～

午後１０時

円 

840 

円 

1,050 

円

1,360

円

1,680

円 

2,100 

円

2,730

630 730 940 1,150 1,470 1,890

630 730 940 1,150 1,470 1,890

840 1,050 1,360 1,680 2,100 2,730

840 1,050 1,360 1,680 2,100 2,730

520 630 840 1,050 1,260 1,680

730 940 1,150 1,470 1,780 2,310

                                          」 

を 
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「 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

午前９時～ 

正午 

午後１時～ 

午後５時 

午後６時～

午後１０時

午前９時～

午後５時 

午後１時～ 

午後１０時 

午前９時～

午後１０時

円 

860 

円 

1,080 

円

1,400

円

1,720

円 

2,160 

円

2,800

640 750 970 1,180 1,510 1,940

640 750 970 1,180 1,510 1,940

860 1,080 1,400 1,720 2,160 2,800

860 1,080 1,400 1,720 2,160 2,800

540 640 860 1,080 1,290 1,720

750 970 1,180 1,510 1,830 2,370

                                          」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市中央公民館使用条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可

を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市野外活動施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３４号 

 

亀岡市野外活動施設条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市野外活動施設条例（昭和５７年亀岡市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 15

第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第９条中「き損」を「毀損」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 別表第１（第６条関係） 

  野外活動センター使用料 

大人 １人 270円 

小人  100円 

 

 別表第２（第６条関係） 

  施設使用料 

   ⑴ キャンプ場宿泊料 

大人 １人１泊 320円 

小人  100円 

 

   ⑵ テント使用料 

キャンプテント（１０人用） １張１泊 1,080円 

持込みテント  320円 

 

   ⑶ スポーツハウス使用料 

和室 １人１日 100円 

会議室  100円 

 

   ⑷ さくらツリーハウス使用料 

１棟１日 540円 

 

 備考 

１ 小人とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校、

中学校の児童又は生徒をいう。 

２ 市民以外の者が使用する場合の使用料は、２倍の額とする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定中、さくらツ 

リーハウス使用料の宿泊の部分を削る規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市野外活動施設条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可を

受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

「掲示済」 



 
亀 岡 市 公 報 

 16 

第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市社会体育施設条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３５号 

 

亀岡市社会体育施設条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市社会体育施設条例（昭和３９年亀岡市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条及び第７条第１項中「一に」を「いず

れかに」に改める。 

 第１２条第１項中「き損」を「毀損」に改め

る。 

 別表第１中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市社会体育施

設条例の規定は、平成２６年４月１日以後に

許可を受けた使用料から適用し、同日前に許

可を受けた使用料については、なお従前の例

による。 

 

「掲示済」 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円

1,570

円 

3,150 

円 

3,150 

円 

3,150 

円 

3,150 

円 

1,570 

円 

1,570 

円 

1,570 

円 

1,570 

円 

1,570 

円 

1,570 

円 

1,570 

円 

1,570 

円 

2,100 

円 

2,100 

円 

2,100 

円 

2,100 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

  940 

円 

  940 

円 

  940 

円 

  940 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

2,100 

円 

2,100 

円 

2,100 

円 

2,100 

円

3,150

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円 

1,050 

円

1,570

1時間につき420円 

1時間につき2,700円 

円

1,080

円

1,080

円 

1,080 

円 

1,080 

円

1,620

3,240 3,240 3,240 3,240 

1,620 1,620 1,620 1,620 

1,620 1,620 1,620 1,620 

2,160 2,160 2,160 2,160 

1,080 1,080 1,080 1,080 

970 970 970 970 

1,080 1,080 1,080 1,080 

1,080 1,080 1,080 1,080 

2,160 2,160 2,160 2,160 3,240

1,080 1,080 1,080 1,080 1,620

1時間につき430円 

1時間につき2,770円 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市総合福祉センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３６号 

 

亀岡市総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市総合福祉センター条例（平成１７年亀岡市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第８条及び第９条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１０条第１項を次のように改める。 

 総合福祉センターの使用料は、別表第１に掲げる額とする。 

 第１４条第２項を次のように改める。 

２ 目的外使用料は、別表第２に掲げる額とする。 

 別表第１中 

「 

午前 午後 夜間 全日 

９時～１２時 １時～５時 ６時～１０時 
午前９時～ 

午後１０時 

円 

2,000 

円

3,000

円

4,000

円 

9,000 

400 500 600 1,500 

400 500 600 1,500 

400 500 600 1,500 

500 600 700 1,800 

500 600 700 1,800 

1,100 1,300 1,600 4,000 

700 800 900 2,400 

600 700 800 2,100 

700 800 1,000 2,500 

700 800 1,000 2,500 

400 500 600 1,500 

                                     」 
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を 

「 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時～正午 
午後１時～ 

午後５時 

午後６時～ 

午後１０時 

午前９時～ 

午後１０時 

円 

2,160 

円

3,240

円

4,320

円 

9,720 

430 540 640 1,620 

430 540 640 1,620 

430 540 640 1,620 

540 640 750 1,940 

540 640 750 1,940 

1,180 1,400 1,720 4,320 

750 860 970 2,590 

640 750 860 2,260 

750 860 1,080 2,700 

750 860 1,080 2,700 

430 540 640 1,620 

                                     」 

に改める。 

 別表第２中「３９，０００円」を「４２，１００円」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市総合福祉センター条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許

可を受けた使用料及び目的外使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用料

については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市厚生会館条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３７号 

 

亀岡市厚生会館条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市厚生会館条例（平成１７年亀岡市条例

第３５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に、「使

用の許可」を「、使用の許可」に改める。 

 第７条第１項を次のように改める。 

 厚生会館の使用料は、別表第１に掲げる額

とする。 

 第１１条第２項を次のように改める。 

２ 目的外使用料は、別表第２に掲げる額とす

る。 

 第１５条中「き損」を「毀損」に改める。 

 別表第１中 

「 

円 
700 

円 
800 

円 
1,000 

円
2,500

700 800 1,000 2,500

300 400 500 1,200

300 400 500 1,200

400 500 600 1,500

                    」 

を 

「 

円
750

円
860

円 
1,080 

円
2,700

750 860 1,080 2,700

320 430 540 1,290

320 430 540 1,290

430 540 640 1,620

                    」 

に改める。 

 別表第２中「     円 を 

       ２０，０００」 

「２１，６００円」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市厚生会館条

例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可

を受けた使用料及び目的外使用料から適用し、

同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用

料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３８号 

 

ふれあいプラザ条例の一部を改正

する条例 

 

 ふれあいプラザ条例（平成１７年亀岡市条例

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条第３号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に、「使

用許可」を「、使用許可」に改める。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１０条第１項を次のように改める。 

 プラザの使用料は、別表第１に掲げる額と

する。 

 第１４条第２項を次のように改める。 

２ 目的外使用料は、別表第２に掲げる額とす

る。 

 第１６条第２項中「すべて」を「全て」に改

める。 

 第２０条中「一切」を「、一切」に改める。 

 別表第１中「３００円」を「３２０円」に改

める。 

 別表第２中「４０，０００円」を 

「４３，２００円」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のふれあいプラザ条

例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可

を受けた使用料及び目的外使用料から適用し、

同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用

料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３９号 

 

亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市立文化センター条例（平成１４年亀岡市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              」 

午前 午後 夜間 

９時～１２時 １時～５時 ６時～１０時 

1,050円 1,050円 1,260円

1,470円 1,470円 1,760円

1,360円 1,360円 1,630円

310円 310円 370円

440円 440円 520円

400円 400円 490円

730円 730円 880円

1,020円 1,020円 1,230円

950円 950円 1,140円

午前 午後 夜間 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 午後６時～午後１０時

1,080円 1,080円 1,290円

1,510円 1,510円 1,810円

1,400円 1,400円 1,680円

320円 320円 380円

450円 450円 540円

420円 420円 500円

750円 750円 900円

1,050円 1,050円 1,270円

980円 980円 1,170円
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市立文化センター条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可

を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市湯の花温泉供給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４０号 

 

亀岡市湯の花温泉供給条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市湯の花温泉供給条例（平成９年亀岡市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第８条第１項中「すること」を「、すること」に改め、同条第２項中「前項のただし書」を「前

項ただし書の規定」に改める。 

 第１０条第２項中「前項」を「、前項」に改める。 

 第１４条第２項中「その」を「、その」に改める。 

 第１５条第３項中「忘失」を「亡失」に改める。 

 第１６条第１項中「別表第２」を「、別表第２」に改め、「に１００分の１０５を乗じたもの」

を削り、同項ただし書を削る。 

 第２０条第５項中「受給者」を「、受給者」に改める。 

 別表第２を次のように改める。 
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 別表第２（第１６条関係） 

  温泉料金 

種別 基本使用量 基本料金
超過料金 

（１立方メートルにつき） 

営業用 50立方メートル以下 5,400円 50立方メートル超 113円 

自家用 5立方メートル以下 540円 5立方メートル超 113円 

 

  メーター使用料 

口径 使用料（１個１箇月につき） 

13ミリメートル 108円 

20ミリメートル 162円 

25ミリメートル 216円 

30ミリメートル 270円 

40ミリメートル 378円 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市湯の花温泉供給条例第１６条第１項の規定は、平成２６年５月

１日以後の検針に係る使用料から適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例

による。 

 

「掲示済」 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 ガレリアかめおか条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４１号 

 

ガレリアかめおか条例の一部を改正する条例 

 

 ガレリアかめおか条例（平成１０年亀岡市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条中「使用を許可」を「、使用を許可」に改める。 

 第７条中「使用の許可」を「、使用の許可」に改める。 

 第１１条第２項中「に１００分の１０５を乗じたもの」を削り、同項ただし書を削る。 

 第２２条中「一切」を「、一切」に改める。 

 別表第３中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 」 

400円 

400円 

400円 

400円 

各4,600円 

2,000円 

1,600円 

各400円 

各400円 

各200円 

200円 

4,000円 

各200円 

1,600円 

200円 

各200円 

各附帯設備ごとに40,000円を超え
ない範囲において市長が別に定め
る額 

100平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 50円 

101平方メートル以上 
1,000平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 10円 

1,001平方メートル以上の分 
1平方メートル当たり 5円 
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を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 」 

に改める。 

 別表第４中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のガレリアかめおか条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可を受

けた使用料及び目的外使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用料につい

ては、なお従前の例による。 

「掲示済」 

 

432円 

432円 

432円 

432円 

各4,968円 

2,160円 

1,728円 

各432円 

各432円 

各216円 

216円 

4,320円 

各216円 

1,728円 

216円 

各216円 

各附帯設備ごとに43,200円を超え
ない範囲において市長が別に定め
る額 

100平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 54円 

101平方メートル以上 
1,000平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 10円に100
分の108を乗じた額とする。ただ
し、1円未満の端数については、切
り捨てるものとする｡ 

1,001平方メートル以上の分 
1平方メートル当たり 5円に100
分の108を乗じた額とする。ただ
し、1円未満の端数については、切
り捨てるものとする｡ 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 26 

第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市大井生涯学習センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４２号 

 

亀岡市大井生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市大井生涯学習センター条例（平成１７年亀岡市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に、「使用許可」を「、使用許可」に改める。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１０条中「に１００分の１０５を乗じたもの」を削り、同条ただし書を削る。 

 第１４条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１８条中「一切」を「、一切」に改める。 

 別表第１中 

「 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

９時～ 

１２時 

１時～ 

５時 

６時～ 

１０時 

午前９時～

午後５時 

午後１時～

午後１０時

午前９時～ 

午後１０時 

円 

4,500 

円 

6,000 

円

7,000

円

9,000

円 

11,000 

円 

15,000 

800 1,000 1,200 1,600 1,900 2,700 

                                          」 

を 

「 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

午前９時～ 

正午 

午後１時～ 

午後５時 

午後６時～

午後１０時

午前９時～

午後５時 

午後１時～

午後１０時

午前９時～ 

午後１０時 

円 

4,860 

円 

6,480 

円

7,560

円

9,720

円 

11,880 

円 

16,200 

860 1,080 1,290 1,720 2,050 2,910 

                                          」 
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に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市大井生涯学習センター条例の規定は、平成２６年４月１日以後

に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡会館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４３号 

 

亀岡会館条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡会館条例（昭和４５年亀岡市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に、「使用の許可」を「、使用の許可」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第９条第１項を次のように改める。 

 会館の使用料は、別表第１に掲げる額とする。 

 第１２条第２項を次のように改める。 

２ 目的外使用料は、別表第２に掲げる額とする。 

 第１４条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１８条中「一切」を「、一切」に改める。 



 
亀 岡 市 公 報 

 28 

第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 別表第１中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                」 

に改め、同表備考第５号中「１，０００円」を「１，０８０円」に改め、 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

９時～ 

１２時 

１時～ 

５時 

６時～ 

１０時 

午前９時～

午後５時 

午後１時～

午後１０時

午前９時～

午後１０時

円 

6,000 

円

10,000

円 

13,000 

円

15,000

円

20,000

円

25,000

7,000 12,000 16,000 18,000 24,000 30,000

1,000 1,300 1,600 2,000 2,500 3,300

1,000 1,300 1,600 2,000 2,500 3,300

3,000 3,900 4,800 6,000 7,500 9,900

2,000 2,600 3,200 4,000 5,000 6,600

1,000 1,300 1,600 2,000 2,500 3,300

500 600 700 800 900 1,000

500 600 700 800 900 1,000

500 600 700 800 900 1,000

500 600 700 800 900 1,000

1,000 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000

1,000 1,300 1,600 2,000 2,500 3,300

1回につき（1時間以内）2,000円 

 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

午前９時～ 

正午 

午後１時～

午後５時 

午後６時～ 

午後１０時 

午前９時～

午後５時 

午後１時～

午後１０時

午前９時～

午後１０時

円 

6,480 

円

10,800

円 

14,000 

円

16,200

円

21,600

円

27,000

7,560 12,900 17,200 19,400 25,900 32,400

1,080 1,400 1,720 2,160 2,700 3,560

1,080 1,400 1,720 2,160 2,700 3,560

3,240 4,210 5,180 6,480 8,100 10,690

2,160 2,800 3,450 4,320 5,400 7,120

1,080 1,400 1,720 2,160 2,700 3,560

540 640 750 860 970 1,080

540 640 750 860 970 1,080

540 640 750 860 970 1,080

540 640 750 860 970 1,080

1,080 2,160 2,700 3,240 4,320 5,400

1,080 1,400 1,720 2,160 2,700 3,560

1回につき（1時間以内）2,160円 
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「          「 

 

 

 

 

 

 

 

 

          を          に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         」          」 

「          「 

 

 

 

 

          を          に、 

 

 

 

 

 

         」          」 

「          「 

 

          を          に、 

 

         」          」 

円 

1,500 

500 

1,000 

5,000 

1,000 

100 

1,000 

1,000 

300 

100 

100 

300 

30 

20 

50 

50 

円

1,620

540

1,080

5,400

1,080

108

1,080

1,080

324

108

108

324

32

21

54

54

円 

500 

500 

600 

1,000 

200 

100 

500 

500 

円

540

540

648

1,080

216

108

540

540

円 

2,000 

2,000 

円

2,160

2,160
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「          「 

 

 

 

 

 

 

 

 

          を          に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         」          」 

      「          「 

 

 

 

 別表第２中          を          に改める。 

 

 

 

               」          」 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡会館条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可を受けた使用

料及び目的外使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用料については、な

お従前の例による。 

「掲示済」 

円 

50 

100 

100 

100 

200 

200 

200 

800 

200 

100 

500 

100 

500 

300 

300 

円

54

108

108

108

216

216

216

864

216

108

540

108

540

324

324

円 

79,000 

7,000 

7,000 

6,000 

7,000 

円

85,300

7,560

7,560

6,480

7,560
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 亀岡市交流会館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４４号 

 

亀岡市交流会館条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市交流会館条例（平成８年亀岡市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に、「使用許可」を「、使用許可」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第９条中「定めるとおり」を「掲げる額」に改める。 

 第１７条中「一切」を「、一切」に改める。 

 別表第１中 

「                     「 

 

 

                     を 

 

 

                    」                     」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市交流会館条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可を受け

た使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

円 
1,300 

円 
1,300 

円
2,400

700 700 1,200

1,000 1,000 1,800

600 600 1,000

2,000 2,000 3,600

円
1,330

円 
1,330 

円
2,460

720 720 1,230

1,020 1,020 1,850

610 610 1,020

2,050 2,050 3,700
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市土づくりセンター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４５号 

 

亀岡市土づくりセンター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市土づくりセンター条例（平成１７年亀岡市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に、「使用許可」を「、使用許可」に改める。 

 第１０条中「定めるとおり」を「掲げる額」に改める。 

 第１４条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１８条中「一切」を「、一切」に改める。 

      「          「 

 

 

 別表第２中          を          に、 

 

 

               」          」 

「１２０円」を「１２３円」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市土づくりセンター条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許

可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

2,000円 

1,400円 

10円 

200円 

1,400円 

2,057円

1,439円

10円

205円

1,439円



 
亀 岡 市 公 報 

 33

第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市食肉センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４６号 

 

亀岡市食肉センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市食肉センター条例（平成１７年亀岡市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に、「使用許可」を「、使用許可」に改める。 

 第９条中「に１００分の１０５を乗じたもの」を削り、同条ただし書を削る。 

 第１３条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１７条中「一切」を「、一切」に改める。 

 別表第１中 

「                「 

 

 

                を                に改める。 

 

 

               」                」 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市食肉センター条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可を

受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

１頭 20,000円 

１頭 10,000円 

１日１頭 3,000円 

１キロ 100円 

１頭 21,600円

１頭 10,800円

１日１頭 3,240円

１キログラム 108円
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 亀岡市林業センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４７号 

 

亀岡市林業センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市林業センター条例（平成１７年亀岡市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に、「使用許可」を「、使用許可」に改める。 

 第９条中「に１００分の１０５を乗じたもの」を削り、同条ただし書を削る。 

 第１３条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１７条中「一切」を「、一切」に改める。 

 別表第１中 

「 

 

 

 

                               」 

を 

「 

 

 

 

                               」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市林業センター条例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可を

受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 

「掲示済」 

円 
1,510 

円 
1,720 

円
2,160

円
5,400

750 860 1,080 2,700

540 640 860 2,050

円 
1,400 

円 
1,600 

円
2,000

円
5,000

700 800 1,000 2,500

500 600 800 1,900
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 亀岡市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４８号 

 

亀岡市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市都市公園条例（昭和４４年亀岡市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第３第３項第１号中「２，６２０円」を「２，７００円」に、「５，８８０円」を   

「６，０４０円」に、「２，１００円」を「２，１６０円」に、「４２０円」を「４３０円」に改

め、同項第２号中 

「                     「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」                     」 

円 

7,560 

円 

7,560 

円 

7,560 

円 

11,340 

円

30,660

9,030 9,030 9,030 13,540 36,540

30,240 30,240 30,240 45,360 122,430

36,330 36,330 36,330 54,490 147,100

22,680 22,680 22,680 34,020 91,870

27,190 27,190 27,190 40,840 110,140

75,600 75,600 75,600 113,400 306,180

90,720 90,720 90,720 136,080 367,390

113,400 113,400 113,400 170,100 459,270

136,080 136,080 136,080 204,120 551,140

2,520 2,520 2,520 3,780 10,180

3,040 3,040 3,040 4,620 12,390

3,150 3,150 3,150 4,720 12,810

3,780 3,780 3,780 5,670 15,330

12,600 12,600 12,600 18,900 51,030

15,120 15,120 15,120 22,680 61,210

9,450 9,450 9,450 14,170 38,320

11,340 11,340 11,340 17,010 45,880

31,500 31,500 31,500 47,250 127,570

37,800 37,800 37,800 56,700 153,090

47,250 47,250 47,250 70,870 191,410

56,700 56,700 56,700 85,050 229,630

1,570 1,570 1,570 2,410 6,400

1,890 1,890 1,890 2,830 7,660

310 310 310 310 －

1,050 1,050 1,050 1,570 4,300

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,500円（全日について

は、31,500円）を超えない範囲内において規則で定める額 

 

円

7,770

円

7,770

円 

7,770 

円 

11,660 

円

31,530

9,280 9,280 9,280 13,930 37,580

31,100 31,100 31,100 46,650 125,920

37,360 37,360 37,360 56,050 151,300

23,320 23,320 23,320 34,990 94,500

27,970 27,970 27,970 42,010 113,290

77,760 77,760 77,760 116,640 314,920

93,310 93,310 93,310 139,960 377,890

116,640 116,640 116,640 174,960 472,390

139,960 139,960 139,960 209,950 566,890

2,590 2,590 2,590 3,880 10,470

3,130 3,130 3,130 4,750 12,740

3,240 3,240 3,240 4,860 13,170

3,880 3,880 3,880 5,830 15,760

12,960 12,960 12,960 19,440 52,480

15,550 15,550 15,550 23,320 62,960

9,720 9,720 9,720 14,580 39,420

11,660 11,660 11,660 17,490 47,190

32,400 32,400 32,400 48,600 131,220

38,880 38,880 38,880 58,320 157,460

48,600 48,600 48,600 72,900 196,880

58,320 58,320 58,320 87,480 236,190

1,620 1,620 1,620 2,480 6,580

1,940 1,940 1,940 2,910 7,880

320 320 320 320 －

1,080 1,080 1,080 1,620 4,420

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,800円（全日について

は、32,400円）を超えない範囲内において規則で定める額 
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に改め、同項第３号中 

「                      「 

 

 

 

 

 

 

 

                      を 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     」                      」 

に改め、同項第４号中 

「           「 

 

 

 

 

           を           に改め、同項第５号中 

 

 

 

 

 

          」           」 

1,200円 

500円 

100円 

50円 

12,000円 

5,000円 

1,000円 

100円 

47,250円 

1,230円

510円

100円

50円

12,300円

5,100円

1,000円

100円

48,600円

円 

6,300 

円 

6,300 

円

11,340

7,560 7,560 13,650

25,200 25,200 45,360

30,240 30,240 54,490

18,900 18,900 34,020

22,680 22,680 40,840

63,000 63,000 113,400

75,600 75,600 136,080

94,500 94,500 170,100

113,400 113,400 204,120

1人1回 210円 
（ただし、中学生以下1人1回100円） 

840 840 1,470

310 310 570

150 150 260

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,500円（全日使
用については、21,000円）を超えない範囲内におい
て規則で定める額 

円

6,480

円 

6,480 

円

11,660

7,770 7,770 14,040

25,920 25,920 46,650

31,100 31,100 56,050

19,440 19,440 34,990

23,320 23,320 42,010

64,800 64,800 116,640

77,760 77,760 139,960

97,200 97,200 174,960

116,640 116,640 209,950

1人1回 210円 
（ただし、中学生以下1人1回100円） 

860 860 1,510

320 320 590

160 160 270

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,800円（全日使
用については、21,600円）を超えない範囲内におい
て規則で定める額 
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「           「 

 

 

 

 

 

 

 

           を           に改め、同項第６号中 

 

 

 

 

 

 

 

          」           」 

「 

2,100円 2,100円 4,200円 4,200円 5,250円 6,300円

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,500円を超えない範囲内に

おいて規則で定める額 

                                  」 

を 

「 

2,160円 2,160円 4,320円 4,320円 5,400円 6,480円

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,800円を超えない範囲内に

おいて規則で定める額 

                                  」 

に改め、同項第７号中「１，０５０円」を「１，０８０円」に、「２，１００円」を「２，１６０

円」に改め、同項第８号中 

2,620円 

2,100円 

1,050円 

1,050円 

1,050円 

2,100円 

520円 

520円 

520円 

1,050円 

100円 

100円 

105,000円 

2,700円

2,160円

1,080円

1,080円

1,080円

2,160円

540円

540円

540円

1,080円

100円

100円

108,000円
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「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 」 

に改める。 

 

 

円 
2,520 

円 
2,520 

円 
2,520 

円

2,520

円

3,780

円

3,780

円

15,850

3,040 3,040 3,040 3,040 4,620 4,620 19,210

10,080 10,080 10,080 10,080 15,120 15,120 63,520

12,070 12,070 12,070 12,070 18,160 18,160 76,120

7,560 7,560 7,560 7,560 11,340 11,340 47,670

9,030 9,030 9,030 9,030 13,540 13,540 56,910

25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 37,800 158,760

30,240 30,240 30,240 30,240 45,360 45,360 190,470

37,800 37,800 37,800 37,800 56,700 56,700 238,140

45,360 45,360 45,360 45,360 68,040 68,040 285,810

1,260 1,260 1,260 1,260 1,890 1,890 7,980

1,470 1,470 1,470 1,470 2,200 2,200 9,240

730 730 730 730 1,150 1,150 4,720

各附属設備ごとに、1使用時間区分7,350円（全日については、22,050円）を

超えない範囲内において規則で定める額 

 

円 

2,590 

円 

2,590 

円 

2,590 

円

2,590

円

3,880

円

3,880

円

16,300

3,130 3,130 3,130 3,130 4,750 4,750 19,760

10,360 10,360 10,360 10,360 15,550 15,550 65,340

12,420 12,420 12,420 12,420 18,680 18,680 78,300

7,770 7,770 7,770 7,770 11,660 11,660 49,030

9,280 9,280 9,280 9,280 13,930 13,930 58,530

25,920 25,920 25,920 25,920 38,880 38,880 163,290

31,100 31,100 31,100 31,100 46,650 46,650 195,910

38,880 38,880 38,880 38,880 58,320 58,320 244,940

46,650 46,650 46,650 46,650 69,980 69,980 293,970

1,290 1,290 1,290 1,290 1,940 1,940 8,200

1,510 1,510 1,510 1,510 2,260 2,260 9,500

750 750 750 750 1,180 1,180 4,860

各附属設備ごとに、1使用時間区分7,560円（全日については、22,680円）を

超えない範囲内において規則で定める額 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市都市公園条

例の規定は、平成２６年４月１日以後に許可

を受けた使用料から適用し、同日前に許可を

受けた使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上水道事業給水条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４９号 

 

亀岡市上水道事業給水条例の一部

を改正する条例 

 

 亀岡市上水道事業給水条例（昭和３３年亀岡

市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１４条の３第２項中「１００分の１０５」

を「１００分の１０８」に改め、同項の表３給

水面積加入金の項中「給水対象敷地面積」を

「新規給水加入金又は生産用水加入金に加え、

給水対象敷地面積」に改め、同表４水道未普及

地域加入金の項中「前３項」を「上記の区分」

に改める。 

 第１４条の４中「各戸」を「、各戸」に改め

る。 

 第１６条の２中「原因者」を「、原因者」に

改める。 

 第２０条第２項中「過不足」を「、過不足」

に改める。 

 第２３条第３項中「その」を「、その」に改

める。 

 第２８条第１号中「引き続いて」を「、引き

続いて」に改める。 

 第３１条第１項中「検査の結果」を「、検査

の結果」に改め、同条第３項中「これを」を 

「、これを」に改める。 

 第３３条第１項及び第２項、第３７条並びに

第３７条の２中「１００分の１０５」を  

「１００分の１０８」に改める。 

 第４４条第１項中「適当な」を「、適当な」

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市上水道事業

給水条例第３３条第１項及び第３７条の規定

は、平成２６年６月１日以後の検針に係る料

金から適用し、同日前の検針に係る料金につ

いては、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の亀岡市上水道事業

給水条例第３３条第２項及び第３７条の２の

規定は、平成２６年４月１日以後に使用し、

又は給水を行った料金から適用し、同日前に

使用し、又は給水を行った料金については、

なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市下水道条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第５０号 

 

亀岡市下水道条例の一部を改正す

る条例 

 

 亀岡市下水道条例（昭和５７年亀岡市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の７第２号中「どろため」を「泥た

め」に改める。 

 第１６条中「、その他」を「その他」に改め

る。 

 第１９条第１項及び第３項中「１００分の 

１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市下水道条例

第１９条第１項及び第３項の規定は、平成 

２６年６月１日以後の検針に係る使用料から

適用し、同日前の検針に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 亀岡市簡易水道事業給水条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第５１号 

 

亀岡市簡易水道事業給水条例の一

部を改正する条例 

 

 亀岡市簡易水道事業給水条例（昭和３３年亀

岡市条例第２９号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１３条第２項中「その」を「、その」に改

める。 

 第２０条第１項及び第２項中「１００分の 

１０５」を「１００分の１０８」に改め、同条

第３項を削る。 

 第２２条中「１００分の１０５」を「１００

分の１０８」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市簡易水道事

業給水条例第２０条第１項及び第２項並びに

第２２条の規定は、平成２６年６月１日以後

の検針に係る料金等から適用し、同日前の検

針に係る料金等については、なお従前の例に

よる。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市飲料水供給施設給水条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第５２号 

 

亀岡市飲料水供給施設給水条例の

一部を改正する条例 

 

 亀岡市飲料水供給施設給水条例（昭和４３年

亀岡市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第４条中「１００分の１０５」を「１００分

の１０８」に改め、同条の表中「㎥」を「立方

メートル」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市飲料水供給

施設給水条例第４条の規定は、平成２６年６

月１日以後の検針に係る料金から適用し、同

日前の検針に係る料金については、なお従前

の例による。 

 

「掲示済」 

 亀岡市地域下水道条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第５３号 

 

亀岡市地域下水道条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市地域下水道条例（平成１３年亀岡市条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項中「、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基

づくし尿処理施設」を削る。 

 第３条第１号中「、地域し尿処理施設」を削

る。 

 第１６条第１項中「１００分の１０５」を

「１００分の１０８」に改める。 

 附則第４項を次のように改める。 

４ 削除 

 別表地域し尿処理施設の部を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市地域下水道

条例第１６条第１項の規定は、平成２６年６

月１日以後の検針に係る使用料から適用し、

同日前の検針に係る使用料については、なお

従前の例による。 

３ この条例による改正後の第２条第２項、第
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３条第１号及び附則第４項の規定にかかわら

ず、平成２６年６月１日前の検針に係る天川

地区コミュニティ・プラントの使用料につい

ては、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第５４号 

 

亀岡市立病院の使用料及び手数料

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条

例（平成１６年亀岡市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第２条第２項第１号及び第２号を次のように

改める。 

⑴ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）

第７６条第２項（同法第１４９条において

準用する場合を含む。）及び高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第 

８０号）第７１条第１項の規定により厚生

労働大臣が定める診療報酬の算定方法 

⑵ 健康保険法第８５条第２項（同法第  

１４９条において準用する場合を含む。）

の規定により厚生労働大臣が定める基準 

 第３条の表中「５，０００円以内」を  

「５，１４０円以内」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 市民ホール使用規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３１号 

 

市民ホール使用規則の一部を改正する規則 

 

 市民ホール使用規則（平成２年亀岡市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「以下「条例」」を「第７条から第９条までにおいて「条例」」に改める。 

 第３条第４項中「第２号様式」を「別記第２号様式」に改める。 

 第４条第１号中「使用者」を「市民ホールの使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）」

に改める。 

 第６条第２項中「市民ホールの使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）」を「使用者」

に改める。 

 第８条第１項中「行わない」を「、行わない」に改め、同条第２項中「第３号様式」を「別記第

３号様式」に改める。 

 第９条第２号イ中「とき」の次に「（アに該当する場合を除く。）」を加える。 

 第１０条中「第４号様式」を「別記第４号様式」に、「第３条」を「第３条第４項」に改める。 

 第１１条第９号中「又は」を「、又は」に改める。 

    「          「 

 

 

 

 

 

 別表中          を          に改める。 

 

 

 

 

 

             」          」 

円 

3,000 

1,000 

430 

500 

1,500 

200 

1,000 

100 

20 

円

3,240

1,080

460

540

1,620

210

1,080

108

21
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 別記第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号様式（第２条関係） 

                                  受付番号     号

市民ホール使用許可申請書 

                                     年  月  日

 （宛先）亀 岡 市 長 

                         住 所 

                     申請者 

                         氏 名             ㊞ 

                           （電話         ） 

 次のとおり使用許可の申請をします。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しないことを誓約します。

使用日時 

                      午     時   分から 
      年  月  日（  曜日） 
                      午     時   分まで 

                      午     時   分から 
      年  月  日（  曜日） 
                      午     時   分まで 

 延長日時 
     年  月  日（  曜日） 午   時  分～午   時  分 

     年  月  日（  曜日） 午   時  分～午   時  分 

使用設備 

区分 品  名 単位 個数 日数 備考 区分 品  名 単位 個数 
日数 
(時間数) 

備考

音
響
関
係 

音響基本セット 1式/日    

台
関
係 

前
方
舞 

ステージ 1式/日    

ダイナミックマイク 1本/日   最大4本 前方舞台照明 1式/時間    

ワイヤレスマイク 1本/日   最大2本 スクリーン幕(ホリゾント幕) 1張/日    

     の
設
備

そ
の
他

スライディングウォール 1枚/日    

備
品 

通
常 

机 1台/日   最大28台 持込機器用電源 1kw/時間    

椅子 1脚/日   最大200脚 冷暖房 － －   

使用目的 

 行事等の名称： 

    開始予定時間：   ：     終了予定時間：   ：    

使用予定人員              人 

使用責任者 

住所・氏名 

 住 所 

 

 氏 名 

   （担当者連絡先）電話： 

 上記使用許可申請書に基づき許可してよろしいか。 

    公  印 許可番号 日程表処理 受付年月日 
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 第２号様式中 

「 

使 用 日 時 
                 午    時   分から 
        年  月  日 
                 午    時   分まで 

                                         」 

を 

「 

使 用 日 時     年  月  日（  曜日） 午   時  分～午   時  分 

延 長 日 時     年  月  日（  曜日） 午   時  分～午   時  分 

                                         」 

に、 

「 

使用予定人員  

                                         」 

を 

「 

使用予定人員             人 

                                         」 

に改める。 

 第４号様式中 

「 

    日程表処理 受付年月日 

      

                                         」 

を 

「 

    公 印 許可番号 日程表処理 受付年月日 

        

                                         」 

に改める。 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の市民ホール使用規

則の規定は、平成２６年４月１日以後に許可

を受けた使用料から適用し、同日前に許可を

受けた使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市都市公園有料公園施設使用規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３２号 

 

亀岡市都市公園有料公園施設使用

規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市都市公園有料公園施設使用規則（平成

１８年亀岡市規則第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第７条第１項中「一に」を「いずれかに」に

改める。 

 第１２条第１項第１号中「き損」を「毀損」

に改め、同条第２項中「一に」を「いずれか

に」に改める。 

 第１３条第２項中「き損」を「毀損」に改め

る。 

 別表第１第１号中「５２０」を「５４０」に、

「 １ ， ３１ ０ 」 を「 １ ， ３５ ０ 」 に、   

「１５０」を「１６０」に、「３９０」を 

「４１０」に、「２６０」を「２７０」に、

「１３０」を「１４０」に、「３１０」を 

「３２０」に、「７８０」を「８１０」に改め、

同表第２号中「５，０４０」を「５，１８０」

に、「１，０５０」を「１，０８０」に、 

「１５０」を「１６０」に、「４２０」を 

「４３０」に、「３１０」を「３２０」に、 

「５２０」を「５４０」に改め、同表第３号中

「５２０」を「５４０」に、「１，０５０」を

「 １ ， ０８ ０ 」 に、 「 １ ，５ ７ ０ 」を   

「 １ ， ６２ ０ 」 に改 め 、 同表 第 ４ 号中   

「１３０」を「１４０」に、「３４０」を 

「３５０」に、「２６０」を「２７０」に、

「１８０」を「１９０」に、「８７０」を 

「 ８ ９ ０ 」 に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 」 を     

「 ２ ， １６ ０ 」 に、 「 ５ ，２ ５ ０ 」を   

「５，４００」に改める。 

 別記第１号様式、別記第３号様式及び別記第

５号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の亀岡市都市公園有

料公園施設使用規則の規定は、平成２６年４

月１日以後に許可を受けた附属設備の使用料

から適用し、同日前に許可を受けた附属設備

の使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市営住宅管理条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３３号 

 

亀岡市営住宅管理条例施行規則の

一部を改正する規則 

 

 亀岡市営住宅管理条例施行規則（平成９年亀

岡市規則第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第３条の２第８号中「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律」に、「被害者で」を「被害者又は配偶者

暴力防止等法第２８条の２に規定する関係にあ

る相手からの暴力を受けた者で、」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２６年１月３日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 通勤手当支給規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

   平成２５年１２月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３４号 

 

通勤手当支給規則の一部を改正す

る規則 

 

 通勤手当支給規則（昭和３３年亀岡市規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１４条第１項第３号を次のように改める。 

⑶ 月の中途において地方公務員法（昭和 

２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２８条第２項の規定により休職に

され、法第２９条の規定により停職にされ、

法第５５条の２第１項ただし書に規定する

許可を受け、地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第２

条の規定により育児休業をし、又は公益的

法人等への職員の派遣等に関する条例（平

成１４年亀岡市条例第７号。次条において

「派遣条例」という。）第２条第１項の規

定により派遣された場合であって、これら

の期間が２以上の月にわたることとなると

き。 

 第１４条第２項第１号及び第２号イ中「すべ

て」を「全て」に改める。 

 第１５条第２項を次のように改める。 

２ 前項第１号に掲げる交通機関等について、

次の各号のいずれかに掲げる事由（前条第１

項各号に掲げる事由に該当する事由に限

る。）が前項第１号に定める期間に係る最後

の月の前月以前に生ずることが当該期間に係

る最初の月の初日において明らかである場合

には、当該事由が生ずることとなる日の属す

る月（その日が月の初日である場合にあって

は、その日の属する月の前月）までの期間に

ついて、同項の規定にかかわらず、同項の規

定に準じて支給単位期間を定めることができ

る。 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

⑴ 法第２８条の２第１項の規定による退職

その他の離職をすること。 

⑵ 法第５５条の２第１項ただし書に規定す

る許可を受け、地方公務員の育児休業等に

関する法律第２条の規定により育児休業を

し、派遣条例第２条第１項の規定により派

遣され、研修等のために旅行をし、又は休

暇により通勤しないこととなること。 

⑶ 勤務場所を異にする異動又は在勤する公

署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変

更があること。 

⑷ 勤務態様の変更により通勤のため負担す

る運賃等の額に変更があること。 

⑸ その他市長の定める事由が生ずること。 

 第１６条第２項中「法第５５条の２第１項た

だし書に規定する許可を受け、公益法人等への

一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第２

条第１項の規定により派遣され、地方公務員の

育児休業等に関する法律第２条の規定により育

児休業をし、又は法第２９条の規定により停職

にされた場合」を「法第２９条の規定により停

職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規

定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に

関する法律第２条の規定により育児休業をし、

又は派遣条例第２条第１項の規定により派遣さ

れた場合」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

告 示 
 

 亀岡市告示第２１５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項において準用する同法第１９条第

１項の規定により南丹都市計画生産緑地地区を

変更したので、同法第２１条第２項において準

用する同法第２０条第１項の規定により告示し、

同法第２１条第２項において準用する同法第 

２０条第２項の規定により当該都市計画の変更

に係る図書を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２５年１２月３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 都市計画の種類 

生産緑地地区 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

千代川町小林西芝の一部 

西つつじケ丘五月台２丁目の一部 

上矢田町下垣内の一部 

篠町篠上北裏の一部 

篠町篠新畑田の一部 

篠町篠牧田の一部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市告示第２１６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２５年１２月６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類 

平成２５年度軽自動車税納税通知書 

２ 送達を受けるべき者の住所、氏名又は名称 

住     所 氏名又は名称 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

「掲示済」 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市告示第２１７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項において準用する同法第１９条第

１項の規定により南丹都市計画地区計画を変更

したので、同法第２１条第２項において準用す

る同法第２０条第１項の規定により告示し、同

法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により当該変更に係る都市計画

の図書を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２５年１２月６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 種  類 

地区計画 

２ 名  称 

南つつじケ丘地区地区計画 

３ 位  置 

亀岡市南つつじケ丘 

４ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１８号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年１２月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１３６－２１０２３ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１７日 

３ 無効になる日 

平成２５年１２月１２日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年１２月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１１０５－４１０４２ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年１２月１２日 

「掲示済」 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市告示第２２０号 

 

 物品に関する競争入札参加資格及び審査等に関する要綱（平成１６年亀岡市告示第１８８号）の

一部を次のように改正する。 

 

   平成２５年１２月１３日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 第４条第４号中「主要取引先との取引証明書」を「取引状況の調書」に改める。 

 別記第１号様式から別記第３号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号様式（第３条関係） 

 

競争入札参加資格審査申請書 

 

       年度において、亀岡市で発注される製造の請負並びに物品の買入れ、修繕及び借入

れ並びに業務の委託（測量・建設コンサルタント等業務を除く。）等に係る競争入札に参加する資格

の審査を申請します。 

 なお、この申請書の全ての記載事項及び添付書類については、事実と相違ないことを誓約します。

 

                                   年   月   日

 

（宛先）亀岡市長 

 

   本社（本店） 

     郵便番号  〒    － 

 

     フ リ ガ ナ 

     住    所 

 

     フ リ ガ ナ 

     商号又は名称                          □印 

 

     代表者役職名 

     フ リ ガ ナ 

     代表者氏名                          ㊞ 

     電 話 番 号 

     ファックス番号 

     メールアドレス 

     フ リ ガ ナ 

     担当者氏名 

     担当者連絡先 

   申請代理人 

     住    所 

     フ リ ガ ナ 

     氏    名                          ㊞ 

     電 話 番 号 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第４条関係） 

営 業 経 歴 書 

資本金 千円 営業年数 年 消費税及

び地方消

費税 

課税 

直近の営業年度決算期間    年  月  日  ～   年  月  日 免税 

従業員 
技術職員数 事務関係職員数 その他職員数 計 

    

直接取引を希望する事業所（第１号様式の申請者情報と同じ場合は、記載不要） 

 
郵 便 番 号 〒 

   
－

      

 フ リ ガ ナ  

 
住 所 

 

 フ リ ガ ナ  

 
商号又は名称 

 

 
支店等の名称 

 

 受任者役職名  

 フ リ ガ ナ  

 
受 任 者 氏 名 

 

 
電 話 番 号 

                  

 
ファックス番号 

                  

 
メールアドレス 

 

取
引
を
希
望
す
る
業
種

 

亀
岡
市
と
の
契
約
実
績 

営業品目 契約内容 
契約金額（税抜） 

千円
契約年月 

   年  月 

   年  月 

   年  月 

   年  月 

   年  月 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

第３号様式（第４条関係） 

取引状況の調書 

発注者 営業品目 契約内容 
契約金額（税抜） 

千円
契約年月 

    
年  月 

    
年  月 

    
年  月 

    
年  月 

    
年  月 

    
年  月 

    
年  月 

    
年  月 

主に取扱い・取引のあるメーカー及び特約又は代理を行っているメーカー等 

取扱い品名 取引先メーカー等の名称 
該当するものに 
○をしてください 

  
取扱 特約 代理 

  
取扱 特約 代理 

  
取扱 特約 代理 

  
取扱 特約 代理 

  
取扱 特約 代理 

備 考 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市告示第２２１号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年１２月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１０２－１５０１４ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２５年１０月１５日 

３ 無効になる日 

平成２５年１２月１６日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２２号 

 

 平成２５年１１月８日付けで受理した地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１

項の規定による亀岡市における京都府の専用球

技場のための亀岡駅北用地無償提供についての

住民投票に関する条例制定の請求について、同

条第３項の規定に基づき、平成２５年１２月市

議会定例会に付議した結果を、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第９８条第２項

の規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２５年１２月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 提出議案 

亀岡市における京都府の専用球技場のた

めの亀岡駅北用地無償提供についての住

民投票に関する条例の制定について 

２ 議決年月日 

平成２５年１２月１３日 

３ 審議の結果 

否決 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２３号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年１２月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２４－４１０９７ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年５月１７日 

３ 無効になる日 

平成２５年１２月１６日 

「掲示済」 
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第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 亀岡市告示第２２４号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２５年１２月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域内に放置

されていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ千代川駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２５年１２月１９日（木） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ７台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令の規定により処分する。 

 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２５号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年１２月２４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１３６－４１０３２ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年１２月２４日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２２６号 

 

市道路線の認定に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 

   平成２５年１２月２５日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

認定告示をする路線 

路線番号 路  線  名 
起         点 

終         点 

18295 夕 日 ケ 丘 ８ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目１番１２先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目９番３先 

18296 夕 日 ケ 丘 １ １ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２７番１先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目７番５先 

18297 夕 日 ケ 丘 １ ２ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２６番１先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目７番１先 

18298 夕 日 ケ 丘 １ ３ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１番先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目４番４先 

18299 夕 日 ケ 丘 １ ４ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目３番１１先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目４番１先 

18300 夕 日 ケ 丘 １ ５ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１６番１先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１７番９先 

18301 夕 日 ケ 丘 １ ６ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１８番先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２５番５先 

18302 夕 日 ケ 丘 １ ７ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２０番２先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２２番７先 

18303 夕 日 ケ 丘 １ ８ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１２番１０先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１４番１先 

18304 夕 日 ケ 丘 １ ９ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１４番７先 

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１７番１４先 

18305 夕 日 ケ 丘 ２ ０ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目２０番２先 

亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目９番１先 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２２７号 

 

市道路線の廃止に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止す

る。 

 その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 

   平成２５年１２月２５日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

廃止告示をする路線 

路線番号 路  線  名 
起         点 

終         点 

18277 夕 日 ケ 丘 ８ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目１番１２先 

亀岡市篠町篠松ケ池２番５先 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２２８号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年１２月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１０５－３１００１ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年１２月２５日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２９号 

 

 亀岡市犯罪被害者等見舞金支給要綱（平成 

２４年亀岡市告示第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

   平成２５年１２月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第６条第１号ただし書中「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２６年１月３日から実施す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３０号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年１２月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２６－７２０２７ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年１２月２６日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２３１号 

 

市道路線の区域に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように

決定する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において、平成２６年１月６日から

平成２６年１月２０日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２５年１２月２７日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

区域告示をする路線 

路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 最小幅員

終        点  最大幅員

18295 夕 日 ケ 丘 ８ 号 線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目１番１２先  

 
170.00m 

9.50m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目９番３先 9.50m

18296 夕日ケ丘１１号線 
 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２７番１先 

488.60m 
9.50m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目７番５先 9.50m

18297 夕日ケ丘１２号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２６番１先  

 
520.50m 

7.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目７番１先 7.00m

18298 夕日ケ丘１３号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１番先 
222.80m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目４番４先 14.00m

18299 夕日ケ丘１４号線 
 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目３番１１先 

29.90m 
6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目４番１先 6.00m

18300 夕日ケ丘１５号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１６番１先 
32.00m 

6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１７番９先 6.00m

18301 夕日ケ丘１６号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１８番先 
39.10m 

6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２５番５先 13.99m

18302 夕日ケ丘１７号線 
 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２０番２先 

99.80m 
4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２２番７先 14.04m

18303 夕日ケ丘１８号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１２番１０先 
114.70m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１４番１先 14.03m

18304 夕日ケ丘１９号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１４番７先 
208.60m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１７番１４先 14.05m

18305 夕日ケ丘２０号線 
 亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目２０番２先 

38.20m 
4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目９番１先 4.00m

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２３２号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の路線を平成２５年 

１２月２７日から供用開始する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において、平成２６年１月６日から

平成２６年１月２０日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２５年１２月２７日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

供用開始告示をする路線 

路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 最小幅員

終        点  最大幅員

18295 夕 日 ケ 丘 ８ 号 線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目１番１２先  

 
170.00m 

9.50m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目９番３先 9.50m

 

「掲示済」 
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訓 令 
 

 亀岡市訓令第６号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市職員等の公益通報に関する要綱を次の

ように定める。 

 

   平成２５年１２月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市職員等の公益通報に関する

要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成

１６年法律第１２２号）に基づき、職員等が

市の機関に対して行う公益通報の処理に関し、

必要な事項を定めることにより、通報者の保

護を図るとともに、法令を遵守し、公正に職

務を執行することにより、公務に対する市民

の信頼の確保に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 職員 市の職員で、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第３条第２項に規

定する一般職に属する者（臨時的に任用す

る者を含む。）及び同条第３項第３号に規

定する者 

⑵ 職員等 次のいずれかに該当する者をい

う。 

ア 職員 

イ 市の事務事業を受託し、又は請け負っ

た事業者及びその事務事業に従事する者 

ウ 指定管理者（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項に

規定する指定管理者をいう。）及びその

管理する市の施設の管理業務に従事する

者 

⑶ 公益通報 職員等が、通報対象事実が生

じ、又はまさに生じようとしている旨を通

報することをいう。 

⑷ 通報対象事実 市が行う事務事業に関す

る次のいずれかに該当する事実（勤務条件

に関するものを除く。）をいう。 

ア 法令（条例、規則等を含む。）に違反

する事実 

イ 人の生命、健康、財産若しくは生活環

境を著しく害し、又はこれらに重大な影

響を与えるおそれのある事実 

ウ ア及びイのほか、事務事業に係る著し

く不当な事実 

⑸ 通報者 公益通報をした職員等をいう。 

⑹ 任命権者 地方公務員法第６条第１項に

規定する任命権者をいう。 

 （公益通報） 

第３条 職員等は、通報対象事実を知り得たと

きは、次条に規定する公益通報庁内相談員又

は公益通報外部相談員に対し、公益通報及び

これに関連する相談を行うことができる。 

２ 公益通報は、公益通報書（別記第１号様

式）により書面又は電磁的方式により行うも

のとする。この場合において、通報対象事実

を証明する証拠書類がある場合は、公益通報

書に添付するものとする。 

３ 公益通報は、原則として実名により行うも

のとする。ただし、客観的に事実が証明でき

る資料があるときは、この限りでない。 

４ 職員等は、市の事務事業の適法かつ公正な

執行に資するために公益通報を行うものとし、

誹謗中傷、私益等の不正な意図又は敵意等個

人的な感情によりこれを利用してはならない。 
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５ 公益通報の処理等に係る事務に従事する者

及び従事していた者は、その業務に関して知

り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 （公益通報の窓口） 

第４条 職員等からの公益通報及びこれに関連

する相談の受付窓口として、公益通報庁内相

談員（以下「庁内相談員」という。）及び公

益通報外部相談員（以下「外部相談員」とい

う。）を置く。 

２ 庁内相談員は、職員のうちから任命権者が

任命し、職員等からの通報を受け付ける。 

３ 外部相談員は、弁護士の資格を有する者の

うちから市長が委嘱し、職員からの通報を受

け付ける。 

 （相談員による受付） 

第５条 庁内相談員及び外部相談員は、公益通

報を受け付けたときは、通報者の氏名及び連

絡先並びに公益通報の内容を確認し、速やか

に次条に規定する公益通報委員会の審査に付

さなければならない。 

 （公益通報委員会の設置） 

第６条 市長は、職員等からの公益通報を調査

するため、公益通報委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

２ 委員会の委員は、次の者をもって充てる。 

⑴ 人事担当副市長 

⑵ 企画管理部長 

⑶ その他委員長が必要と認める職員 

３ 委員長は、人事担当副市長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表す

る。 

５ 委員長に事故あるときは、委員長があらか

じめ指定した委員がその職務を代理する。 

６ 委員は、自己に関係する公益通報について

は、第９条第２項に規定する場合を除き、委

員会の会議に出席することができない。 

 （委員会の会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、委

員長が議長となる。 

２ 委員会の会議は、非公開とする。 

 （公益通報の受理） 

第８条 委員会は、公益通報があったときは、

当該公益通報を受理するか否かの審査を行わ

なければならない。 

２ 委員会は、公益通報の内容が通報対象事実

に該当しない場合は、これを受理しないもの

とする。 

３ 委員会は、公益通報を受理したときは受理

した旨を、受理しないときは受理しない旨及

びその理由を公益通報受理（不受理）通知書

（別記第２号様式）により当該通報者に対し

速やかに通知しなければならない。ただし、

通報者が通知を希望しない場合は、この限り

でない。 

 （委員会の調査） 

第９条 委員会は、公益通報を受理したときは、

通報対象事実について調査を行う。 

２ 委員会は、通報対象事実に関係する職員等

及び当該職員等を管理監督する者等から事情

を聴くことができる。 

３ 委員会は、通報対象事実に関係する書類等

を閲覧し、又は提出を求めることができる。 

４ 前２項の規定による調査に当たっては、職

員等は、これに協力しなければならない。 

５ 前項の規定により調査に協力した者は、調

査結果が公表されるまでの間その事実を漏ら

してはならない。 

６ 委員会は、第２項及び第３項の規定による

調査を委員長が指名する職員（以下「調査

員」という。）に行わせることができる。 

 （調査員の調査） 

第１０条 調査員は、前条第６項の規定により

調査を行ったときは、調査の結果を委員会に

報告しなければならない。 

 （調査結果の報告等） 

第１１条 委員会は、第９条第１項の規定によ
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る調査の結果、通報対象事実があると認めた

ときは、その内容を事実を証明する証拠書類

とともに任命権者に報告しなければならない。 

２ 任命権者は、前項の調査結果の報告を受け

たときは、速やかに当該通報対象事実につい

て是正措置を行うほか、必要に応じて当該通

報対象事実に関係した職員の処分及び告発等、

再発防止のための必要な措置を講じなければ

ならない。 

３ 委員会は、調査の結果、通報対象事実があ

ると認められなかったとき、又は判明しない

ときは、その旨を任命権者に報告しなければ

ならない。 

４ 委員会は、第９条及び前条の規定による調

査並びに第２項の規定による措置の結果を公

益通報調査・措置結果報告書（別記第３号様

式）により通報者に通知しなければならない。

ただし、通報者が通知を希望しない場合は、

この限りでない。 

 （不利益取扱いの禁止等） 

第１２条 通報者に関する情報は、非公開とし、

公益通報の処理等に当たっては、通報者の秘

密を守るため、通報者が特定されないよう配

慮しなければならない。 

２ 任命権者は、通報者が公益通報を行い、又

は相談したことを理由として、人事、給与そ

の他の勤務条件等について、不利益な取扱い

をしてはならない。 

３ 前項に定める不利益な取扱いを受けた通報

者は、その旨を委員会に申し出ることができ

る。 

４ 委員会は、前項の規定による申出を受けた

ときは、申し出た通報者に対して、適切な助

言等を行うものとする。 

 （通報関連資料の管理） 

第１３条 委員会は、公益通報の処理に係る記

録及び関係資料について、通報者の秘密保持

に配慮して、適切な方法で管理しなければな

らない。 

２ 前項の規定により作成した文書は、亀岡市

文書取扱規則（平成１３年亀岡市規則第２７

号）その他の定めるところにより、適切な期

間保存しなければならない。 

 （庶務） 

第１４条 委員会の庶務は、企画管理部人事課

において処理する。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この

要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２５年１２月１日から施行

する。 
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公 告 
 

 亀岡市公告第６２号 

 

 平成２５年亀岡市公告第３４号に基づき実施

した本市職員採用試験の結果、次のとおり合格

者を決定し、職員採用候補者名簿に登録したの

で公告する。ただし、登録有効期限については、

平成２７年４月１日までとする。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

（合格者受験番号） 

・行政Ⅰ 

１００１ １０１１ １０１７ １０２０ 

１０４３ １０４５ １０５８ １０６９ 

１０７３ １０７４ １０８８ １１２４ 

１１２８ １１２９ １１４９ １１５３ 

１１５７ １１６２ １１７０ １１７１ 

１１７３ １１８０ １１８６ 

・行政Ⅱ 

２００４ ２００５ ２０３１ 

・行政Ⅲ 

３００３ ３０１１ ３０１４ 

・保育士 

６００３ ６００７ ７００１ ７００４ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第６３号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、

次のとおり公告する。 

 

   平成２５年１２月６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 業務の概要等 

⑴ 業務番号及び業務名 

年維第26-1号 亀岡市年谷浄化センター等

維持管理業務委託 

⑵ 業務場所  亀岡市三宅町八田1番地外 

⑶ 業務種別  保守・維持管理業務 

⑷ 業務概要 

亀岡市年谷浄化センター維持管理業務 

                  1式 

西つつじヶ丘・見晴汚水中継ポンプ場維持

管理業務              1式 

公共下水道区域内マンホールポンプ維持管

理業務               1式 

地域下水道区域内処理場・マンホールポン

プ緊急時対応業務          1式 

⑸ 期  間  平成26年4月1日から平成29

年3月31日まで 

 

２ 入札参加要件（参加者は、次のすべての要

件に該当すること） 

⑴ 亀岡市の平成25年度物品納入に関する競

争入札参加資格者名簿に登録されており、

第1希望が「23保守業務」又は「24管理業

務」であること。 

⑵ 「下水道処理施設維持管理業者登録規程

に基づく登録」（昭和62年建設省告示第

1348号・改正平成17年国土交通省告示第

215号）に登録しており、その証明書の写

しが提出できる者であること。 

⑶ 近畿圏内（京都府・大阪府・兵庫県・滋

賀県・奈良県・和歌山県）に本店（支店）

又は営業所があること。 

⑷ 委託仕様書及び特記仕様書に記載されて

いる諸条件を満たすことができること。 
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⑸ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第167条の4の規定に該当していないこ

と。 

⑹ 申請時において、国又は地方公共団体等

の指名停止期間中でないこと。 

⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成3年法律第77号）第2条第2

号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）のほか、次のいずれかに該当する者

（次のいずれかに該当した者であって、そ

の事実がなくなった後2年間を経過しない

者を含む。）でないこと。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第2条第6号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは

営業所を代表する者で役員以外のものが

暴力団員である者又は暴力団員がその経

営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団の利用等をしている

者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を

提供し、又は便宜を供与する等、直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、

又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知り

ながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の

依頼を受けて入札に参加しようとする者 

⑻ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのあ

る団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお

それのある団体に属する者（その事実がな

くなった後2年間を経過しない者を含

む。） 

⑼ 処理場施設維持管理業務委託に係るその

他の基準 

ア 近畿圏内において、次の条件をともに

満足する公共下水道終末処理場の水処

理・汚泥処理等の運転管理及び維持管理

を単独で過去10年間に同一施設で3年以

上継続した実績を有するものであること。 

(ｱ) 処理能力 日最大40,000㎥／日以上 

(ｲ) 処理方式 標準活性汚泥法 

イ 以下の要件を全て満たすこと。 

(ｱ) 総括責任者及び副総括責任者を置く

こと。 

（総括責任者の資格要件） 

・当該処理場と同規模以上の処理能力

を有する処理場の運転管理業務に5

年以上従事した経験を有すること。 

・当該処理場と同規模以上の処理能力

を有する処理場の水処理及び汚泥処

理に関する運転管理業務に総括責任

者又は副総括責任者として3年以上

従事した経験を有すること。 

・下水道管理技術認定試験「処理施

設」又は下水道技術検定「第3種」

に合格した者で、直接的に6ヶ月以

上の雇用関係にあること。 

（副総括責任者の資格要件） 

・当該処理場と同規模以上の処理能力

を有する処理場の運転管理業務に3

年以上従事した経験を有すること。 

・当該処理場と同規模以上の処理能力

を有する処理場の運転管理業務に総

括責任者又は副総括責任者として2

年以上従事した経験を有すること。 

・下水道管理技術認定試験「処理施

設」又は下水道技術検定「第3種」

に合格した者で、直接的に6ヶ月以

上の雇用関係にあること。 
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(ｲ) 入札参加申請時に上記の配置予定者の経歴書類を提出すること。 

 なお、落札決定後における配置予定者の変更は原則として認めない。 

ウ 業務の性格上、緊急事態に対処するための体制がとれること。 

 

３ 入札手続等 

手続等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

一般競争入札

参加資格確認

申請等の配布

期間 

平成25年12月6日（金） 

午後1時から 

平成25年12月19日（木） 

午後4時まで 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（以下

「確認申請」という。）等並びに仕様書及

び設計書等は、亀岡市入札情報公開システ

ム（以下「入札情報公開システム」とい

う。）の発注情報閲覧からダウンロードす

ること。 

⑵ やむを得ず窓口配布を希望する場合は、

問い合わせのうえ配布期間内の受付時間中

（午前9時～正午、午後1時～4時）に契約

検査課に来庁して入手すること。 

一般競争入札

参加資格確認

申請等の受付 

平成25年12月18日（水） 

平成25年12月19日（木） 

午前9時から正午及び 

午後1時から午後4時の間 

⑴ 入札に参加を希望する者は、当該の公告

に示す提出資料を提出し、入札参加資格の

確認を受けなければならない。また、提出

した書類に関し、契約担当者から説明を求

められた場合は、それに応じなければなら

ない。 

ア 提出方法 

 持参により提出すること。 

イ 提出書類 

(ｱ) 一般競争入札参加資格確認申請書

（様式第1号） 

(ｲ) 類似業務委託実績書（様式第2号） 

(ｳ) 類似業務委託の実績を証明する書面

（契約書の写し） 

(ｴ) 「下水道処理施設維持管理業者登録

規程に基づく登録」に登録している証

明書の写し 

(ｵ) 配置予定者経歴書（様式第3号） 

(ｶ) 入札参加資格を満たしていることの

誓約書（様式第4号） 

ウ 該当の公告に示す受付期間内に、提出

書類を亀岡市企画管理部契約検査課に持

参すること。 

エ その他 

(ｱ) 確認申請書及び資格確認資料の作成

等に要する費用は、申請者の負担と

し、提出された書類は返却しない。 

(ｲ) 提出書類は公告で指定した様式にて

作成すること。 
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  (ｳ) 提出された書類は、本市において無

断使用することはない。 

(ｴ) 虚偽の記載をした者は、当該業務の

入札への参加を認めないとともに、市

の指名停止措置を行うことがある。 

入札参加確認

通知の送付 

平成25年12月25日（水）まで

に発送 

⑴ 確認申請書等を提出した入札参加希望者

に対し、結果を文書により通知する。 

 入札は、「一般競争入札参加資格確認通

知書」により「参加資格有」の通知を受け

た者のみが参加できる。 

確認申請等並

びに仕様書及

び設計書等に

関する質問の

受付及び回答 

確認申請等に関する質問 

平成25年12月17日（火） 

正午まで 

 

仕様書及び設計書等に関する

質問 

平成26年1月6日（月） 

正午まで 

⑴ 確認申請等に関わる質問は公告に示す期

間内に契約検査課にて随時受け付ける。 

（契約検査課電話番号0771-25-5041） 

⑵ 仕様書及び設計書等に関する質問につい

ては、質問書（様式第5号）にて行うこと

とし、下記E-Mailアドレスへ電子メールに

て提出すること。質問内容を簡潔にまとめ

て記載して、電子メールに添付し提出する

こと。添付ファイルは、「Microsoft  

Excel 2010」（Windows版）で支障なく再

現できること。口頭による質問は受け付け

ない。 

 提出後、質問書を提出した旨を契約検査

課へ電話連絡（電話番号0771-25-5041）す

ること。送付した旨の電話連絡がない場合

は質問書を受付できないことがあるので留

意すること。 

 質問書送付先 E-Mailアドレス： 

  sikkou-kanri@city.kameoka.kyoto.jp

 確認申請等に関する回答 

随時 

 

仕様書及び設計書等に関する

回答 

平成26年1月8日（水） 

午後5時まで 

⑴ 確認申請等に関する質問の回答について

は、随時、原則質問者にのみ行う。 

⑵ 仕様書及び設計書等に関する質問の回答

については、該当の公告に示す日までに電

子メールにて参加者全員に回答する。 

⑶ その他、不当に混乱を招くことが危惧さ

れると判断された質問については、回答し

ない旨を回答書に記載することがある。 

現場確認の希

望申出 

平成25年12月6日（金）から

平成26年1月9日（木）まで

（休日を除く） 

午前9時から午後4時まで 

⑴ 亀岡市年谷浄化センター外の現場確認を

希望する者は、事前に契約検査課に問い合

わせの上、契約検査課の指示に従うこと。

入札日時 平成26年1月15日（水） 

午前10時（厳守） 

⑴ 入札については、下記「4 入札に関す

る留意事項」のとおり 
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４ 入札に関する留意事項 

⑴ 入札方法は、紙入札とする。指定の日時

に亀岡市役所入札室（市役所4階）に持参

すること。（入札開始の10分前には到着を

心掛けてください。） 

⑵ 入札にあたっては、内訳書（概要）を提

出すること。 

⑶ 入札回数は、3回までとする。 

⑷ 入札者は、その提出した入札書の引換え、

変更又は取消しをすることができない。 

⑸ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をす

る等の場合で競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認めたときは、

当該入札を延期し、又はこれを廃止するこ

とができる。 

⑹ 入札者は、仕様書及び設計書等（以下

「仕様書」という。）を熟知の上入札しな

ければならない。この場合において、当該

仕様書等に疑義がある場合は、関係職員に

説明を求めることができる。ただし、入札

後仕様書等についての不知又は不明を理由

として異議を申し立てることはできない。 

⑺ 入札書に記載する金額 

 入札書に記載する金額は「年維第26-1号

亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委

託 1式」の金額とする。また、落札決定

にあたっては、入札書に記載された金額に

当該金額の100分の8に相当する金額を加算

した金額（1円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てるものとする。）を 

もって落札金額とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に

記載すること。 

⑻ 入札の辞退 

 入札に参加できない事情がある場合には、

開札の開始に至るまで（書面による入札の

場合は入札箱に入札書を投函するまで）は

入札を辞退することができる。 

⑼ 書面による入札 

ア 代理人が入札する場合は、委任状を提

出しなければならない。更に、入札書に

入札者の氏名又は名称若しくは商号、代

理人であることの表示並びに当該代理人

の氏名を記載して、押印しておかなくて

はならない。 

イ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、

封筒の表に氏名（法人の場合はその名称

又は商号）及び業務番号及び業務名を記

載し、封筒の開口部を封印すること。 

 なお、開札後予定価格の制限の範囲内

の入札がないときで再度の入札を行う場

合にあっては、この限りではない。 

⑽ 開札 

 開札は、公告に掲げる入札日時及び場所

において、入札者又はその代理人を立ち会

わせて行う。 

⑾ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する場合は、入札を

無効とする。 

 なお、無効入札をした者は、再度の入札

に加わることはできない。 

ア 公告に示した競争入札に参加する者に

必要な資格のない者の入札 

イ 確認申請等の提出を履行しなかった者

又は確認申請等に虚偽の記載をした者の

入札 

ウ 同じ入札に2以上の入札（他人の代理

としての入札を含む。）をした者の入札 

エ 入札に関し、不正の利益を得るための

連合その他の不正行為をした者又はその

疑いのある者の入札 

オ 「一般競争入札参加資格確認通知書」

により「参加資格有」の通知を受けた後、

指名停止措置を受けた開札時点において
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指名停止期間中である者等、開札時点に

おいて入札に参加する資格のない者の入

札 

カ 金額を訂正した入札書又は金額を特定

することができない入札書で入札をした

者の入札 

キ 氏名、印鑑又は重要な文字が誤脱又は

不明瞭のため、入札参加者又は対象案件

を特定することができない入札書（封筒

を含む。）で入札をした者のした入札 

ク 入札関係職員の指示に従わない等、入

札場の秩序を乱した者 

ケ 再度入札に付して最低価格札の発表を

したにもかかわらず、当該最低価格以上

の価格で入札をした者 

⑿ 落札者の決定方法 

ア 亀岡市財務規則（昭和40年亀岡市規則

第1号）第110条及び亀岡市上下水道事業

契約規程（平成9年亀岡市公営企業管理

規程第8号）第11条の規定により作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって有効な入札を行った入札者を

落札者とする。 

 なお、落札者となるべき同価の入札を

した者が2人以上あるときは、直ちに当

該入札者にくじを引かせ、落札者を決定

するものとする。この場合において、当

該入札者のうち開札に立ち会わない者又

はくじを引かない者があるときは、これ

に代えて当該入札事務に関係のない職員

にくじを引かせるものとする。 

イ 落札者が決定通知のあった日から指定

する期日までに契約を締結しないときは、

落札者は当該契約の相手方となる資格を

失うものとする。 

⒀ その他亀岡市財務規則及び亀岡市上下水

道事業契約規程に基づき執行する。 

 

５ 入札保証金 

 免除する。 

 

６ 違約金 

 落札者が契約を締結しないときは、落札金

額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 

 

７ 契約保証金 

 落札者は、契約金額の100分の10以上の額

の契約保証金を、契約締結と同時に納入しな

ければならない。ただし、銀行その他契約担

当者が確実と認める金融機関（以下「銀行

等」という。）が振り出し、若しくは支払保

証をした小切手又は銀行等の保証をもって契

約保証金の納付に代えることができる。また、

亀岡市財務規則第123条及び亀岡市上下水道

事業契約規程第23条に該当する場合は、免除

することができる。 

 

８ 契約書の作成の要否 

 要 

 

９ その他 

⑴ 入札参加者は、別添の仕様書及び設計書

等を熟読し、関係法令等を遵守すること。 

⑵ 本市が提示する資料及び回答書は、契約

関係書類と一体のものとして、同等の効力

を有するものとする。 

⑶ 本市が必要と認めたときは、入札を延期

し、中止し、又は取り消すことがある。 

⑷ 落札者の決定後、当該入札に付する業務

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該業務契約を締結しな

いことがある。 

⑸ 確認申請等に虚偽の記載をした場合には、

当業務の入札に参加できないとともに、亀

岡市の指名停止措置を行うことがある。 
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⑹ 以上に定めるもののほか、亀岡市財務規

則、亀岡市上下水道事業契約規程の定める

ところによる。 

 

10 契約に関する事務を担当する組織の名称、

所在地 

〒621-8501 

 京都府亀岡市安町野々神8番地 

 亀岡市企画管理部 契約検査課 

  （電話 0771-25-5041） 

  E-Mail アドレス： 

   sikkou-kanri@city.kameoka.kyoto.jp 

  ホームページ： 

   http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第６４号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   平成２５年１２月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間 

 平成２５年１２月１６日以後、常時備

え置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

「掲示済」 

 亀岡市公告第６５号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   平成２５年１２月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 募集職種及び採用予定人数 

募集職種 土木Ⅰ・Ⅱ 

採用予定人数 若干名 

 

２ 受験資格 

 (1) 次に該当する人が受験できる。 

  ア 土木Ⅰ（上級） 

昭和６２年４月２日から平成４年４月

１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、学校教育法によ

る大学（土木専門課程）卒業程度の学

力を必要とする。） 

  イ 土木Ⅱ（民間経験） 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人

で民間企業での土木に関連する職務経験

（設計、施工管理等）が３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法によ

る大学（土木専門課程）卒業程度の学

力を必要とする。） 

※ 民間企業での職務経験が３年以上

とは、会社員、団体職員等として６

箇月以上継続して常勤で職務に従事

（非常勤のアルバイト、パートタイ

ムは含まない。）した期間が該当し、

複数の場合は、通算することができ

る。ただし、国家公務員又は地方公

務員としての職務期間は含まない。 
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（平成２６年３月３１日現在で３年見込みの場合を含む。） 

 (2) 次に掲げる条件のいずれかに該当する人は受験することができない。 

  ア 成年被後見人又は被保佐人 

  イ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

  ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 試 験 

 (1) 方 法 

ア 筆記試験（多枝選択式） 

試験区分 試験科目 出 題 分 野（予定） 

土木 専門試験 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画
（都市計画を含む。）及び土木施工 

 

イ 面接試験（人物能力や意欲等についての個別又は集団面接による試験） 

 (2) 日時・場所 

平成２６年１月２５日（土）午前９時から『亀岡市役所』において行う。 

 (3) 合格発表 

平成２６年２月中旬に通知する。 

 

４ 採 用 

 この試験の合格者は、職種ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、平成２６年４月１日

以降必要に応じ採用される。 

 なお、この名簿の有効期間は、平成２７年４月１日までとする。 

 

５ 給 与 

（平成２５年４月 1日現在。ただし、地域手当を含む。） 

区  分 土  木 

大学卒 １８２，５３２円 

大学卒（民間経験３年） １９６，９４８円 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・

勤勉手当（いわゆるボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。 
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６ 受験手続及び受付期間 

 (1) 申 込 

ア 申込みは、申込書及び自己紹介書に必要事項を記入し、最近６箇月以内に撮影した本人の

写真（上半身脱帽、正面向タテ４㎝、ヨコ３㎝）を貼り、亀岡市企画管理部人事課に提出す

ることとする。（郵送可） 

イ 申込書等（申込書、自己紹介書）を郵送する場合は、必ず簡易書留で封筒の表に『採用試

験受験』と朱書し、返信用封筒（８０円切手を貼って、宛先を明記したもの）を同封のうえ

送付すること。 

ウ 身体に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡すること。 

 (2) 受付期間 

 申込みは、持参の場合は平成２５年１２月１７日（火）から平成２６年１月１０日（金）ま

で受け付ける。（ただし、土曜日、日曜日を除き、午前９時から午後５時まで） 

 郵送の場合は締切日を平成２６年１月８日（水）とし、締切日の消印のあるものは有効とす

る。 

 

７ 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市企画管理部人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２１５４） 

 電話（０７７１）２５－５０１６（人事課直通） 

ＵＲＬ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第６６号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、

次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システム

による電子入札対象案件である。 

 

   平成２５年１２月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号及び工事名 

公第6号 

亀岡運動公園施設整備（その6）工事 

⑵ 工事場所  亀岡市曽我部町穴太地内外 

⑶ 工事種別  土木一式工事 

⑷ 工事概要 

基盤整備 一式 

 切土          Ｖ＝5,400㎥ 

 盛土          Ｖ＝330㎥ 

 重力式擁壁       Ｌ＝275ｍ 

 雑割石積        Ｌ＝141ｍ 

 自由勾配側溝      Ｌ＝362ｍ 

 フリューム側溝     Ｌ＝231ｍ 

 集水桝         Ｎ＝9箇所 

 アスファルト舗装    Ａ＝2,388㎡ 

 路盤工         Ａ＝5,935㎡ 

 縁石工         Ｌ＝520ｍ 

 階段工         Ｎ＝2箇所 

 区画線         Ｌ＝669ｍ 

⑸ 予定価格       78,050,700円 

    （入札書比較金額 74,334,000円） 

⑹ 工  期  契約日の翌日から平成26年

3月31日まで 

⑺ 部 分 払  無 

⑻ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40 

％以内 保証事業会社の保

証が必要） 

⑼ 中間前金払 

 請負金額500万円以上かつ工期150日以上

（変更工期を含む）で前金払をしている工

事については、中間前金払（請負金額の

20％以内 保証事業会社の保証が必要）が

請求できる。ただし、中間前金払の支払に

は、工期及び出来高が50％以上であること

の認定が必要になる。 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札保証金  免除 

⑿ 契約保証金 

 落札者は、契約金額の100分の10以上の

額の契約保証金を契約締結と同時に納入し

なければならない。この場合において、銀

行その他契約担当者が確実と認める金融機

関又は保証事業会社（公共工事の前払金保

証事業に関する法律（昭和27年法律第184

号）第2条第4項に規定する保証事業会社を

いう。）の保証をもって契約保証金の納付

に代えることができ、公共工事履行保証証

券による保証を付し、又は履行保証保険契

約の締結を行った場合は、契約保証金を免

除する。 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成25年度亀岡市建設工事入札参加資格

審査において、「土木一式工事」の「Ａ1

等級」に認定された者であり、希望順位 

1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者と

する。また、入札参加は単体とし、共同企

業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者

の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上

ある場合は、入札に参加することができな

い。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成
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25年4月1日以降の土木一式工事の競争入札

により落札した工事で、公告の日現在、工

事完成届が未提出であるものをいう。ただ

し、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長

以外と契約予定で落札したものは手持ち工

事に含まない。また、公告日から開札日ま

での間に、他の土木一式工事の競争入札で

落札した業者は、落札した時点で本案件へ

の入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第167条の4の規定に該当していないこ

と。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公

共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別

紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技

術者が特定できない場合には、複数の候

補者を記載することができるが、その場

合は、全ての候補者について、条件を満

たしていなければならない。 

 配置予定技術者調書に記載された現場

代理人及び監理技術者（入札参加要件に

特別な記載がなく、下請総額が3,000万

円（建築一式は4,500万円）未満の場合

は主任技術者）は、契約工期中、当該工

事に専任できるものとし、他工事の現場

代理人、監理技術者、主任技術者、営業

所の専任技術者等、重複の配置は認めな

い。 

 なお、平成25年4月1日以降、主任技術

者に限り、工事の対象となる工作物に一

体性若しくは連続性が認められる工事又

は施工にあたり相互に調整を要する工事

で、かつ、工事現場の相互の間隔が5㎞

程度の近接した場所において同一の建設

業者が施工する場合には、これらの工事

について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接

的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を

記載すること。（恒常的な雇用関係とは、

入札参加資格確認申請の日以前におおむ

ね3箇月以上の雇用関係があることをい

う。） 
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４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成25年12月16日（月） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成25年12月16日（月） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成25年12月18日（水） 

午前9時から午後5時まで 

平成25年12月19日（木） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成25年12月20日（金） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知。 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成25年12月17日（火） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成25年12月24日（火） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成25年12月26日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 平成26年1月8日（水） 

午前9時から午後5時まで 

平成26年1月9日（木） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 平成26年1月10日（金） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 
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６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって入札した者を落札者とする。ただし、

最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該工事契約を締結しな

いことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市企画管理部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

任免及び辞令 
 

             久 保 和 平 

亀岡市総合農政計画審議会委員の委嘱を解きま

す 

             髙 田 己喜男 

亀岡市総合農政計画審議会委員に委嘱します 

任期は平成２６年１０月１６日までとします 

   平成２５年１２月２５日 

 

             髙 田 己喜男 

亀岡市総合計画審議会委員に委嘱します 

任期は平成２６年３月１日までとします 

             曽 我   実 

亀岡市総合計画審議会委員の委嘱を解きます 

   平成２５年１２月２６日 
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教育委員会欄 
 

規 則 
 

 亀岡市野外活動施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年１２月１７日 

 

                        亀岡市教育委員会委員長 中桐安子 

 

 亀岡市教育委員会規則第８号 

 

亀岡市野外活動施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市野外活動施設条例施行規則（平成１８年亀岡市教育委員会規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第７条第１項第３号中「が教育活動のため使用する場合の児童又は生徒」を「の児童又は生徒並

びにその引率者が教育活動のため使用する場合」に改め、同項第４号及び第５号を次のように改め

る。 

⑷ 市内の幼稚園及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設

に通う者及びその引率者が使用する場合 免除 

⑸ 市外の幼稚園及び児童福祉施設に通う者及びその引率者が使用する場合 ５割 

 第７条第１項第７号中「公益のため使用する場合で、」を削り、「５割以内」を「別に定める」

に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に、 
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「 

使 用 料 

使   用   料   区   分 単  位 使 用 料 減 免 欄

A センター使用 
大 人   人×  日  ×   円＝    円  

小 人   人×  日  ×   円＝    円  

B キャンプ場使用 
大 人   人×  泊  ×   円＝    円  

小 人   人×  泊  ×   円＝    円  

C 
キャンプテント(10人用)   張×  泊  ×   円＝    円  

天幕テント   張×  泊  ×   円＝    円  

D 
さくらツリーハウス 
(6～7人用) 

  棟×  泊  ×   円＝    円  

  棟×  時間 ×   円＝    円  

E 

和 室 ① (    人)時間 ×   円＝    円  

和 室 ② (    人)時間 ×   円＝    円  

会 議 室 (    人)時間 ×   円＝    円  

貸出備品(                    ) 合 計          円

                                          」 

を 

「 

使 用 料 

使   用   料   区   分 単  位 使 用 料 減 免 欄

A センター使用 
大 人   人      ×   円＝    円  

小 人   人      ×   円＝    円  

B キャンプ場宿泊 
大 人   人×  泊  ×   円＝    円  

小 人   人×  泊  ×   円＝    円  

C 
キャンプテント(10人用)   張×  泊  ×   円＝    円  

持込みテント   張×  泊  ×   円＝    円  

D さくらツリーハウス   棟×  日  ×   円＝    円  

E 
和 室   人×  日  ×   円＝    円  

会 議 室   人×  日  ×   円＝    円  

貸出備品(                    ) 合 計          円

                                          」 

に改める。 



 
亀 岡 市 公 報 

 81

第８２８号平成２６年１月１５日発行 

 別記第２号様式中 

「 

使 用 料 

使   用   料   区   分 単  位 使 用 料 減 免 欄

A センター使用 
大 人   人×  日  ×   円＝    円  

小 人   人×  日  ×   円＝    円  

B キャンプ場使用 
大 人   人×  泊  ×   円＝    円  

小 人   人×  泊  ×   円＝    円  

C 
キャンプテント(10人用)   張×  泊  ×   円＝    円  

天幕テント   張×  泊  ×   円＝    円  

D 
さくらツリーハウス 
(6～7人用) 

  棟×  泊  ×   円＝    円  

  棟×  時間 ×   円＝    円  

E 

和 室 ① (    人)時間 ×   円＝    円  

和 室 ② (    人)時間 ×   円＝    円  

会 議 室 (    人)時間 ×   円＝    円  

貸出備品(                    ) 合 計          円

                                          」 

を 

「 

使 用 料 

使   用   料   区   分 単  位 使 用 料 減 免 欄

A センター使用 
大 人   人      ×   円＝    円  

小 人   人      ×   円＝    円  

B キャンプ場宿泊 
大 人   人×  泊  ×   円＝    円  

小 人   人×  泊  ×   円＝    円  

C 
キャンプテント(10人用)   張×  泊  ×   円＝    円  

持込みテント   張×  泊  ×   円＝    円  

D さくらツリーハウス   棟×  日  ×   円＝    円  

E 
和 室   人×  日  ×   円＝    円  

会 議 室   人×  日  ×   円＝    円  

貸出備品(                    ) 合 計          円

                                          」 

に改める。 
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 別記第３号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

※使 用 料 

センター使用料
   大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプ場使用料
  大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプテント(10人用)      張 ×    円＝     円 

天幕テント            張 ×    円＝     円 

さくらツリーハウス        棟 ×    円＝     円 

和 室 ①           時間 ×    円＝     円 

和 室 ②           時間 ×    円＝     円 

会 議 室           時間 ×    円＝     円 

                                     」 

を 

「 

※使 用 料 

センター使用料
   大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプ場宿泊料
  大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプテント(10人用)      張 ×    円＝     円 

持込みテント           張 ×    円＝     円 

さくらツリーハウス        棟 ×    円＝     円 

和 室              日 ×    円＝     円 

会 議 室            日 ×    円＝     円 

                                     」 

に改める。 

 別記第４号様式中 

「 

※使 用 料 

センター使用料
   大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプ場使用料
  大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプテント(10人用)      張 ×    円＝     円 

天幕テント            張 ×    円＝     円 

さくらツリーハウス        棟 ×    円＝     円 

和 室 ①           時間 ×    円＝     円 

和 室 ②           時間 ×    円＝     円 

会 議 室           時間 ×    円＝     円 

                                     」 

を 
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「 

※使 用 料 

センター使用料
   大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプ場宿泊料
  大人     人 ×    円＝     円 

          小人     人 ×    円＝     円 

キャンプテント(10人用)      張 ×    円＝     円 

持込みテント           張 ×    円＝     円 

さくらツリーハウス        棟 ×    円＝     円 

和 室              日 ×    円＝     円 

会 議 室            日 ×    円＝     円 

                                     」 

に改める。 

 別記第５号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

減 免 理 由 

1  市が使用するため 

2  身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

た者並びにその引率者が使用するため 

3  小・中・高校の児童生徒が教育活動に使用するため 

4  市内の幼稚園等及び市内の学校の引率者が使用するため 

5  市外の幼稚園等及び市外の学校の引率者が使用するため 

6  子ども会、少年団体等が社会教育活動に使用するため 

7  その他公益で使用するため 

                                     」 

を 

「 

減 免 理 由 

1  市が使用するため 

2  身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

た者並びにその引率者が使用するため 

3  小・中・高校の児童又は生徒が教育活動に使用するため 

4  市内の幼稚園及び児童福祉施設に通う者及びその引率者並びに市内の

学校の引率者が使用するため 

5  市外の幼稚園及び児童福祉施設に通う者及びその引率者並びに市外の

学校の引率者が使用するため 

6  子ども会、少年団体等が社会教育活動に使用するため 

7  その他教育委員会が特に必要があると認めるため 

                                     」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の亀岡市野外活動施設条例施行規則の規定は、平成２６年４月１日以後

に許可を受けた使用料の減免から適用し、同日前に許可を受けた使用料の減免については、なお

従前の例による。 

「掲示済」 
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選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５１号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１，４８３人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５２号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び

亀岡市議会議員の解職請求に要する有権者総数

の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

２４，７０５人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５３号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１２，３５３人 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第５４号 

 

 亀岡市篠町土地改良区総代選挙の期日及び投票の時間並びに選挙すべき総代の数は、次のとおり

である。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

１ 選挙の期日  平成２５年１２月９日 

 

２ 投票の時間  午後１時から午後４時まで 

 

３ 選挙すべき総代の数   ３０人 

 

選 挙 区 選 挙 区 の 区 域 総代の数 

第１選挙区 亀岡市篠町 王 子  地 区 ３人 

第２選挙区   〃    篠    〃 ８人 

第３選挙区   〃   山 本   〃 ４人 

第４選挙区   〃   馬 堀   〃 １人 

第５選挙区   〃   広 田   〃 １人 

第６選挙区   〃    森    〃 ３人 

第７選挙区   〃   野 条   〃 ４人 

第８選挙区   〃   柏 原   〃 ４人 

第９選挙区   〃   浄法寺   〃 ２人 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第５５号 

 

 平成２５年１２月９日執行の亀岡市篠町土地

改良区総代選挙における選挙長、同職務代理者

及び選挙立会人の住所及び氏名は、次のとおり

である。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 選挙長 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区 省略 奥 村 晃 啓

第２選挙区 省略 牧 野 吉 明

第３選挙区 省略 村 田 忠 昭

第４選挙区 省略 山 田 松 夫

第５選挙区 省略 沼 田 正 一

第６選挙区 省略 福 永 孝 彦

第７選挙区 省略 中 井 喜 嗣

第８選挙区 省略 安 川 敏 夫

第９選挙区 省略 沼 田 政 治

 

２ 選挙長職務代理者 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区 省略 山 名 康 夫

第２選挙区 省略 岩 田 和 治

第３選挙区 省略 木 村 壽 夫

第４選挙区 省略 山 田 浩 三

第５選挙区 省略 近 藤 好 伸

第６選挙区 省略 石 野 治 雄

第７選挙区 省略 山 口   博

第８選挙区 省略 畑   忠 幸

第９選挙区 省略 上 羽 英 樹

 

３ 選挙立会人 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区
省略 山 名 康 夫

省略 栗 山   清

第２選挙区
省略 岩 田 和 治

省略 木 村 博 好

第３選挙区
省略 木 村 壽 夫

省略 岩 﨑   明

第４選挙区
省略 山 田 浩 三

省略 鈴 木 岩 雄

第５選挙区
省略 近 藤 好 伸

省略 柴 田 建 司

第６選挙区
省略 石 野 治 雄

省略 山 口 耕 平

第７選挙区
省略 山 口   博

省略 松 浦 新 悟

第８選挙区
省略 畑   忠 幸

省略 吉 岡   明

第９選挙区
省略 上 羽 英 樹

省略 北 垣 芳 和
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 亀岡市選挙管理委員会告示第５６号 

 

 平成２５年１２月９日執行の亀岡市篠町土地

改良区総代選挙における選挙長の執務場所を次

のとおり定める。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

 亀岡市篠町篠中北裏６８－１１番地 

  篠町土地改良区事務所 

「掲示済」 
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亀

岡

市

篠

町

土

地

改
良
区
之
印

 亀岡市選挙管理委員会告示第５７号 

 

 平成２５年１２月９日執行の亀岡市篠町土地改良区総代選挙の投票用紙の様式を次のとおり定め

る。 

 

   平成２５年１２月２日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

亀岡市篠町土地改良区総代選挙投票用紙の様式 

（表） 

亀
岡
市
篠
町
土
地
改
良
区
総
代
選
挙 

 

（折 目） 

（裏） 

   

 
 
 
 
 
 

○ 

注 
 

意 

 
 

一 

候
補
者

こ

う

ほ

し

ゃ

の
氏
名

し

め

い

は
、
欄
内

ら
ん
な
い

に
一
人

ひ

と

り

書か

く
こ
と
。 

 
 

二 

候
補
者

こ

う

ほ

し

ゃ

で
な
い
者も

の

の
氏
名

し

め

い

は
、
書か

か
な
い
こ
と
。 

候補者氏名

 

 

（折 目） 

 

備考 投票用紙は白色とし、文字は黒色のインキで印刷し、印は黒色のインキで刷込式とする。 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第５８号 

 

 平成２５年１２月９日執行の亀岡市篠町土地

改良区総代選挙における当選人の住所及び氏名

は、次のとおりである。 

 

   平成２５年１２月９日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区 

省略 奥 村 信 弘 

省略 竹 内 信一郎 

省略 奥 村 和 行 

第２選挙区 

省略 木 村 浩 三 

省略 木 村 隆 樹 

省略 谷 川 きみ子 

省略 上 林 恒 夫 

省略 井 上 安 夫 

省略 山 崎 敏 夫 

省略 中 川 輝 久 

省略 畑 中 俊 宏 

第３選挙区 

省略 村 田 勝 美 

省略 栗 山 和 博 

省略 宇 野 義 弘 

省略 村 田 匡 弘 

第４選挙区 省略 松 本 雅 善 

第５選挙区 省略 小 川 富 久 

第６選挙区 

省略 安 川 一 之 

省略 山 口 逸 男 

省略 石 野 彰 一 

第７選挙区 

省略 中 井 正 博 

省略 高 木   覚 

省略 中 尾   進 

省略 木 曽 布 恭 

第８選挙区 
省略 松 岡 重 樹 

省略 中 川 市 朗 

 

第８選挙区
省略 安 川 正 廣 

省略 中 村 典 孝 

第９選挙区
省略 上 羽 偉 夫 

省略 堅 田 義 博 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５９号 

 

 平成２５年１２月９日執行の亀岡市篠町土地

改良区総代選挙において当選証書を付与した者

の住所及び氏名は、次のとおりである。 

 

   平成２５年１２月９日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区

省略 奥 村 信 弘 

省略 竹 内 信一郎 

省略 奥 村 和 行 

第２選挙区

省略 木 村 浩 三 

省略 木 村 隆 樹 

省略 谷 川 きみ子 

省略 上 林 恒 夫 

省略 井 上 安 夫 

省略 山 崎 敏 夫 

省略 中 川 輝 久 

省略 畑 中 俊 宏 

第３選挙区

省略 村 田 勝 美 

省略 栗 山 和 博 

省略 宇 野 義 弘 

省略 村 田 匡 弘 

第４選挙区 省略 松 本 雅 善 

第５選挙区 省略 小 川 富 久 
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第６選挙区 

省略 安 川 一 之 

省略 山 口 逸 男 

省略 石 野 彰 一 

第７選挙区 

省略 中 井 正 博 

省略 高 木   覚 

省略 中 尾   進 

省略 木 曽 布 恭 

第８選挙区 

省略 松 岡 重 樹 

省略 中 川 市 朗 

省略 安 川 正 廣 

省略 中 村 典 孝 

第９選挙区 
省略 上 羽 偉 夫 

省略 堅 田 義 博 

 

「掲示済」 

上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用

に関する規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

 

   平成２５年１２月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第７号 

 

亀岡市上下水道事業用行政財産の

目的外使用に関する規程の一部を

改正する規程 

 

 亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用

に関する規程（平成２３年亀岡市上下水道事業

管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表建物使用料の項中「１００分の１０５」

を「１００分の１０８」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の亀岡市上下水道事

業用行政財産の目的外使用に関する規程の規

定は、平成２６年４月１日以後に許可を受け

た使用料から適用し、同日前に許可を受けた

使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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